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は
じ
め
に

第
一
章

土
地
改
良
事
業
に
お
け
る
「
環
境
と
の
調
和
」
条
項
と
費
用
便
益
分
析

第
一
節

土
地
改
良
法
第
八
条
が
求
め
る
の
は
費
用
対
効
果
分
析
か
費
用
便
益
分
析
か
？

第
二
節

土
地
改
良
事
業
の
分
析
で
求
め
ら
れ
る
「
環
境
と
の
調
和
」
条
項
の
意
味

第
三
節

事
業
分
析
に
環
境
評
価
を
組
み
込
む
こ
と＝

費
用
便
益
分
析
の
実
施
に
対
す
る
批
判
と
反
批
判

第
二
章

土
地
改
良
法
第
八
条
に
お
け
る
費
用
対
効
果
分
析
の
問
題
点
と
あ
る
べ
き
費
用
便
益
分
析
の
内
容

第
一
節

現
行
の
費
用
対
効
果
分
析
の
問
題
点
と
改
善
点

第
二
節

川
辺
川
ダ
ム
事
件
第
一
審
判
決
と
永
源
寺
第
二
ダ
ム
事
件
控
訴
審
判
決
に
お
け
る
費
用
対
効
果
分
析

お
わ
り
に

1



は
じ
め
に

土
地
改
良
法
は
平
成
一
三
年
に
改
正
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
同
法
第
一
条
二
項
に
お
い
て
、「
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
当
た
っ
て

は
、
そ
の
事
業
は
、
環
境
と
の
調
和
に
配
慮
し
つ
つ
、
国
土
資
源
の
総
合
的
な
開
発
及
び
保
全
に
資
す
る
と
と
も
に
国
民
経
済
の
発
展

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
新
た
に
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
「
環
境
と
の
調
和
」
条
項
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
で
、
土

地
改
良
事
業
で
は
「
農
業
生
産
性
の

１
）

向
上
」
を
第
一
の
法
目
的
と
し
つ
つ
、「
環
境
と
の
調
和
」
と
い
う
第
二
の
法
目
的
を
同
時
に
達

成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
「
環
境
と
の
調
和
」
条
項
は
、
平
成
一
二
年
に
土
地
改
良
法
等
の
農
業
関
係
諸
法

律
の
基
本
法
で
あ
る
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
が
改
正
さ
れ
、
同
法
第
三
条
に
お
い
て
「
多
面
的
機
能
の
発
揮
」
が
、
同
法
第
四
条

に
お
い
て
「
農
業
の
持
続
的
な
発
展
」
が
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
同
法
第
二
四
条
に
お
い
て
「
国
は
、
良
好
な
営
農
条

件
を
備
え
た
農
地
及
び
農
業
用
水
を
確
保
し
、
こ
れ
ら
の
有
効
利
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
農
業
の
生
産
性
の
向
上
を
促
進
す
る
た
め
、

地
域
の
特
性
に
応
じ
て
環
境
と
の
調
和
に
配
慮
し
つ
つ
、
事
業
の
効
率
的
な
実
施
を
旨
と
し
て
、（
中
略
）
農
業
生
産
の
基
盤
の
整
備

に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」（
線
部
筆
者
記
入
）
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
法
改
正
に
よ
っ
て
創
設
さ

２
）

れ
た
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
と
土
地
改
良
法
に
よ
り
、
土
地
改
良
事
業
に
お
い
て
は
「
環
境
と
調
和
」
と
の
観
点
か
ら
ど
の

よ
う
な
内
容
の
分
析
を
行
う
べ
き
か
と
い
う
点
を
考
察
す
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
考
察
を
通
じ
て
、
我
が
国
で
は
も
っ
ぱ
ら
効
率

性
重
視
の
手
法
と
し
て
し
か
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
費
用
便
益
分
析
（C

o
st
B
en
efit A

n
a
ly
sis

）
が
、
環
境
評
価
を
組
み
込
む
こ

と
で
、「
環
境
と
の
調
和
」
を
達
成
す
る
分
析
手
法
に
な
り
得
る
こ
と
を
提
示
す
る
。
そ
の
際
、
土
地
改
良
事
業
の
分
析
に
環
境
評
価

を
組
み
込
み
こ
と
に
対
す
る
批
判
的
な
見
解
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
を
試
み
る
。
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筆
者
は
こ
れ
ま
で
行
政
意
思
形
成
過
程
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
の
活
用
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て

３
）

き
た
。
費
用
便
益
分
析
と
は
、
あ

る
政
策
の
実
施
に
伴
い
発
生
す
る
全
て
の
社
会
的
便
益
と
社
会
的
費
用
を
で
き
る
限
り
金
銭
価
値
に
置
き
換
え
て
評
価
し
、
総
社
会
的

便
益
か
ら
総
社
会
的
費
用
を
引
い
て
算
出
さ
れ
る
社
会
的
純
便
益
が
最
大
に
な
る
施
策
を
探
し
出
す
手
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
例

え
ば
、
現
在
土
地
改
良
法
第
八
条
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
費
用
対
効
果
分
析
（C

o
st
E
ffectiv

en
ess A

n
a
ly
sis

）
は
、
施
策
の

実
施
に
伴
い
発
生
す
る
社
会
的
費
用
と
社
会
的
便
益
を
、
必
ず
し
も
す
べ
て
を
金
銭
価
値
に
置
き
換
え
る
こ
と
な
く
比
較
す
る
手
法
で

あ
る
。
費
用
対
効
果
分
析
は
評
価
指
標
（
例
え
ば
、
あ
る
規
制
に
よ
っ
て
五
〇
年
間
で
救
わ
れ
る
人
数
と
い
っ
た
よ
う
に
、
項
目
ご
と
の
性
質

に
依
拠
し
た
分
析
で
あ
る
定
性
的
分
析
に
な
る
）
が
同
じ
も
の
の
選
択
肢
間
の
比
較
に
と
ど
ま
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
利
水
と
環
境
保

護
は
目
的
が
異
な
る
た
め
、
費
用
対
効
果
分
析
で
は
双
方
を
同
時
に
比
較
考
慮
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
費
用
便
益
分
析

で
は
金
銭
と
い
う
単
一
の
指
標
に
す
べ
て
の
価
値
を
置
き
換
え
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
比
較
も
可
能
と
な
る
。

費
用
便
益
分
析
は
社
会
的
純
便
益
を
極
大
化
す
る
選
択
肢
を
探
し
出
す
手
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
効
率
的
な
意

思
決
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、「
行
政
活
動
の
コ
ス
ト
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
問
う

４
）

視
点
」
か
ら
費
用
便
益
分
析
を

捉
え
る
の
が
日
本
の
行
政
法
学
で
は
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
費
用
便
益
分
析
導
入
の
効
果
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で

あ
れ
ば
弱
者
に
は
優
し
く
な
い
経
済
学
の
一
手
法
と
の
批
判
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
阿
部
泰
隆
神
戸
大
学
名
誉
教
授
は
「
経
済
学
は
し
ば

し
ば
弱
者
に
冷
た
い
と
誤
解
さ
れ
る
の
で
、
最
低
の
セ
イ
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
構
築
し
、
弱
者
に
優
し
く
、
障
が
い
の
重
い
人
か
ら
支
援

す
る
シ
ス

５
）

テ
ム
」
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
、
費
用
便
益
分
析
は
ど
こ
に
費
用
と
便
益
が
そ
れ
ぞ
れ
発
生
す

る
の
か
と
い
う
点
、
す
な
わ
ち
、
分
配
（D

istrib
u
tio
n

）
の
問
題
（
分
配
効
果
）
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
あ
る
政
策
が
採
用
さ
れ
た
場

合
の
弱
者
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
行
政
活
動
の
経
済
的
効
率
性
を
高
め
る
た
め
に
費
用
便
益
分
析
は
効
果
を
発
揮
す
る
手

法
で
あ
る
が
、
分
配
の
問
題
に
も
取
り
組
む
こ
と
で
、
社
会
の
セ
イ
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
べ
き
か
を
明
ら
か
に
す
る
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こ
と
も
可
能
な
手
法
で
あ
る
。

米
国
で
は
、
一
般
に
、
費
用
便
益
的
適
合
性＝

合
理
性
（rea

so
n
a
b
len
ess

）
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
法
律
で
明
確
に
禁
止
さ
れ
て

い
な
い
限
り
、
行
政
意
思
形
成
過
程
段
階
で
は
費
用
便
益
分
析
か
、
も
し
く
は
そ
れ
に
類
似
し
た
よ
り
簡
易
な
定
性
的
分
析
を
行
っ
て

６
）

お
り
、
そ
こ
で
は
分
配
効
果
に
つ
い
て
の
配
慮
や
情
報
開
示
が
制
度
化
さ
れ
て

７
）

い
る
。
こ
の
よ
う
な
費
用
便
益
分
析
を
組
み
込
ん
だ
規

制
審
査
制
度
や
事
業
評
価
制
度
は
米
国
だ
け
で
な
く
イ
ギ
リ
ス
等
で
も
用
い
ら
れ
て

８
）

お
り
、
先
進
国
で
は
ご
く
一
般
的
な
制
度
に
な
っ

て
い
る
。
一
方
、
日
本
の
法
学
分
野
で
は
、
費
用
便
益
分
析
の
内
容
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
が
少
な
く
、
現
在
日
本
で
実
施
さ
れ
て
い

る
費
用
便
益
分
析
の
内
容
に
対
す
る
考
察
は
ほ
と
ん
ど
な
か

９
）

っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
論
稿
で
は
早
く
か
ら
大
規
模
に
費
用
便
益
分
析
を

導
入
し
て
き
た
米
国
連
邦
行
政
法
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
を
参
照
し
な
が
ら
、
土
地
改
良
事
業
の
分
析
の
改
善
点
を
提
示
し
て
い
く
。

第
一
章

土
地
改
良
事
業
に
お
け
る
「
環
境
と
の
調
和
」
条
項
と
費
用
便
益
分
析

第
一
節

土
地
改
良
法
第
八
条
が
求
め
て
い
る
の
は
費
用
対
効
果
分
析
か
費
用
便
益
分
析
か
？

日
本
で
は
公
共
事
業
の
分
野
に
お
い
て
、
土
地
改
良
法
第

10
）

八
条
が
費
用
対
効
果
分
析
を
規
定
し
て
い
る
典
型
例
と
さ
れ
て
い
る
。
農

林
水
産
政
策
情
報
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
と
、
農
林
水
産
省
で
は
土
地
改
良
法
第
八
条
、
及
び
土
地
改
良
施
行
令
に
よ
っ
て
「
土
地
改
良
事

業
に
つ
い
て
は
昭
和
二
〇
年
代
よ
り
費
用
便
益
分
析
が
実
施
さ
れ
て

11
）

き
た
」
と
い
う
。
こ
こ
で
「
費
用
便
益
分
析
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
が
、
土
地
改
良
施
行
令
の

12
）

規
定
や
農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
「
土
地
改
良
事
業
の
費
用
対
効
果
分
析
に
関
す
る
基
本
指
針
」
平
成
二

〇
年

13
）

三
月
を
見
る
と
、
は
っ
き
り
と
「
費
用
対
効
果
」
と
明
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
章
で
具
体
的
に
述
べ
る
が
、
そ
の
内
容
も
明
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ら
か
に
定
性
分
析
し
か
行
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
は
費
用
便
益
分
析
で
は
な
く
、
正
し
く
は
費
用
対
効
果
分
析
で
あ
る
。

た
だ
、
土
地
改
良
法
第
八
条
第
三
号
の
文
言
で
あ
る
、「
す
べ
て
の
効
用
と
費
用
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
法
律
上
求
め
ら
れ
る
分

析
手
法
が
費
用
対
効
果
分
析
な
の
か
費
用
便
益
分
析
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
上
述
の
農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
が
出
し
て
い
る
別
の

通
達
で
は
、「
⑴
現
行
の
費
用
対
効
果
分
析
の
考
え
方

昭
和
二
四
年
の
土
地
改
良
法
制
定
以
来
、『
事
業
の
す
べ
て
の
効
用

が
す
べ

て
の
費
用
を
償
う
こ
と
』
と
い
う
規
定
に
基
づ
き
、
費
用
便
益
分
析
で
一
・
〇
を
上
回
る
こ
と
を
確
認
す
る
観
点
か
ら
、
実
施
し
て
き

て

14
）

い
る
」（
線
部
筆
者
記
入
）
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
費
用
対
効
果
分
析
と
費
用
便
益
分
析
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
農
林
水

産
省
も
必
ず
し
も
厳
格
に
費
用
対
効
果
分
析
と
費
用
便
益
分
析
を
分
け
て
捉
え
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
両
者
は

似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。

米
国
連
邦
行
政
法
で
は
、
例
え
ば
、F
lo
o
d C

o
n
tro
l A

ct

に
基
づ
き
、
陸
軍
工
兵
隊
（U

.S
.
A
rm
y C

o
rp
s o
f E

n
g
in
eers

）
が
治

水
用
の
ダ
ム
な
ど
を
建
設
す
る
に
際
し
て
は
、
洪
水
管
理
法
の
下
、「
⒜
改
善
案
に
よ
っ
て
連
邦
が
受
け
る
利
益
（F

ed
era

l
 

in
terest

）、
⒝
連
邦
政
府
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
費
（ex

p
en
se sh

o
u
ld b

e b
o
rn
e b
y U

n
ited S

ta
tes

）」
を
明
ら
か
に
す
る

よ
う
求
め
ら
れ
て

15
）

い
る
が
、
こ
の
規
定
を
基
に
、
一
九
三
六
年
以
来
、
陸
軍
工
兵
隊
は
ダ
ム
な
ど
を
建
設
す
る
際
に
、
費
用
便
益
分
析

を
実
施
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
か
な
り
極
端
な
例
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
一
見
費
用
対
効
果
分
析
し
か
求
め
ら
れ
て
い
な
い
よ

う
に
見
え
る
法
律
上
の
文
言
で
も
、
費
用
便
益
分
析
を
実
施
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
従
っ
て
、
土
地
改
良
法
第
八
条
第
三
号
の
「
す
べ

て
の
効
用
と
費
用
」
が
費
用
対
効
果
分
析
の
み
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
「
す
べ
て
の
」
と
い
う
表
現
を
考
慮
す
る
と
、
費
用

対
効
果
分
析
で
は
な
く
、
費
用
便
益
分
析
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
読
め
な
く
は
な
い
。

筆
者
は
、
平
成
一
三
年
以
降
、
土
地
改
良
法
一
条
二
項
に
お
い
て
、「
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
事
業
は
、
環

境
と
の
調
和
に
配
慮
し
つ
つ
、
国
土
資
源
の
総
合
的
な
開
発
及
び
保
全
に
資
す
る
と
と
も
に
国
民
経
済
の
発
展
に
適
合
す
る
も
の
で
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
、
土
地
改
良
事
業
に
お
い
て
は
「
農
業
生
産
性
の
向
上
」（
土
地
改
良
法

第
一
条
一
項
）
と
「
環
境
と
の
調
和
」
と
い
う
二
つ
の
法
目
的
を
同
時
に
達
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
費
用
対
効
果

分
析
の
よ
う
な
定
性
分
析
で
は
な
く
、
費
用
便
益
分
析
を
用
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

16
）

い
る
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
費
用
対
効
果
分
析

で
は
費
用
に
つ
い
て
事
業
費
の
み
し
か
対
象
と
さ
れ
な
い
が
、
費
用
便
益
分
析
が
求
め
ら
れ
る
土
地
改
良
法
の
規
定
か
ら
、
事
業
に
よ

る
環
境
へ
の
悪
影
響
も
費
用
と
し
て
評
価
の
対
象
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
第
一
に
、
土
地
改
良
法
第
八
条
の
事
業
分
析
が
元
々
当
該
土
地
改
良
事
業
の
対
象
と
な
る
営
農

者
の
負
担
を
算
出
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
て
き
た
面
が

17
）

あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
当
該
事
業
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
環
境
の
価
値
を
含

む
費
用
便
益
分
析
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
当
該
事
業
に
か
か
る
事
業
費
用
や
維
持
費
を
算
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
反
対
意
見
が
あ
り

得
る
。
ま
た
、
そ
の
流
れ
で
、
土
地
改
良
法
第
八
条
で
求
め
ら
れ
て
い
る
「
環
境
と
の
調
和
」
は
対
象
と
な
る
営
農
者
と
当
該
地
域
に

居
住
す
る
非
営
農
者
に
と
っ
て
の
「
環
境
」
の
み
を
対
象
と
す
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
有
り
得
る
。
第
二
に
、
費
用
便
益
分
析
内
で

行
わ
れ
る
環
境
評
価
の
精
度
が
低
い
た
め
、
事
業
評
価
は
費
用
便
益
分
析
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
費
用
対
効
果
分
析
と
環
境
影
響
評
価

を
別
々
に
実
施
し
、
併
記
す
べ
き
で
あ
る
と
の
反
対
意
見
が
有
る
。
そ
こ
で
、
第
二
、
三
節
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
反
対
意
見
に
対

し
て
反
論
し
、
土
地
改
良
事
業
法
第
八
条
で
は
費
用
便
益
分
析
の
実
施
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
節

土
地
改
良
事
業
に
お
け
る
「
環
境
と
の
調
和
」
条
項
の
意
味

１

環
境
と
の
調
和
」
条
項
を
追
加
し
た
土
地
改
良
法
平
成
一
三
年
法
改
正
の
背
景

土
地
改
良
法
平
成
一
三
年
改
正
の
背
景
と
し
て
、「
①
土
地
改
良
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
環
境
と
の
調
和
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と

②
混
住
化
が
進
み
、
非
農
家
が
多
数
を
占
め
る
農
村
へ
と
変
貌
す
る
中
、
地
域
全
体
の
理
解
を
得
た
事
業
実
施
が
必
要
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で
あ
る
こ
と

③
食
料
の
安
定
供
給
・
農
業
の
持
続
的
発
展
を
支
え
る
た
め
、
二
十
二
兆
円
を
超
え
る
土
地
改
良
施
設
を
適
切
に
維

持
・
更
新
す
る
た
め
の
手
続
き
の
改
善
が
必
要
で
あ
る
こ
と

④
公
共
事
業
の
効
率
的
・
効
果
的
な
実
施
が
求
め
ら
れ
て
い
る

18
）

こ
と
」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
特
に
土
地
改
良
事
業
実
施
に
際
し
て
「
環
境
と
の
調
和
」
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
と
、
近
年

の
農
村
の
変
貌
（
非
農
家
と
農
家
の
混
在
化
）
が
改
正
の
背
景
に
あ
っ
た
と
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
非
農
家
と
農
家
が
混
在
す
る
農

村
で
は
、
農
業
の
生
産
性
向
上
だ
け
を
追
い
求
め
る
の
で
は
非
農
家
と
の
軋
轢
も
生
じ
や
す
い
。
土
地
改
良
法
平
成
一
三
年
改
正
に
は
、

非
農
家
が
納
得
で
き
る
当
該
地
域
の
農
業
と
「
環
境
と
の
調
和
」
が
、
土
地
改
良
事
業
に
も
必
要
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
社
会
的
背
景

が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
。

ま
た
、「
平
成
十
一
年
七
月
に
制
定
さ
れ
た
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
（
第
二
四
条
）
で
は
、『
国
は
、
良
好
な
営
農
条
件
を
備
え

た
農
地
及
び
農
業
用
水
を
確
保
し
、
こ
れ
ら
の
有
効
利
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
農
業
の
生
産
性
の
向
上
を
促
進
す
る
た
め
、
地
域
の

特
性
に
応
じ
て
環
境
と
の
調
和
に
配
慮
し
つ
つ
、
事
業
の
効
率
的
な
実
施
を
旨
と
し
て
、（
中
略
）
農
業
生
産
の
基
盤
の
整
備
に
必
要

な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
』
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
も
、
今
回
の
法
改
正
の
一
つ
の
契
機
と
な
っ
て
い

19
）

ま
す
。」
と
い
う
食
料
・
農

業
・
農
村
基
本
法
の
規
定
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
は
「
食
料
、
農
業
及
び

農
村
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
及
び
そ
の
実
現
を
図
る
の
に
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
、
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体

の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
食
料
、
農
業
及
び
農
村
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
国
民

生
活
の
安
定
向
上
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
を
図
る
こ
と
を

20
）

目
的
」
と
し
て
、
平
成
一
一
年
七
月
に
制
定
さ
れ
た
。
同
法
で
は
、

農
業
生
産
活
動
に
お
い
て
は
水
源
の
か
ん
養
や
自
然
環
境
の
保
全
（「
国
土
の
保
全
、
水
源
の
か
ん
養
、
自
然
環
境
の
保
全
、
良
好
な
景
観

の
形
成
、
文
化
の
伝
承
等
農
村
で
農
業
生
産
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
食
料
そ
の
他
の
農
産
物
の
供
給
の
機
能
以
外
の
多
面
に
わ
た

る
機
能
（
以
下
「
多
面
的
機
能
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
の
安
定
に
果
た
す
役
割
に
か
ん
が
み
、
将
来
に
わ
た
っ
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て
、
適
切
か
つ
十
分
に
発
揮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

21
）

な
い
」）
等
が
発
揮
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
や
、
前
述
の
よ
う
に
、
農
業
生

産
の
基
盤
の
整
備
に
お
け
る
「
環
境
と
の
調
和
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
農
業
に
関
す
る
基
本
法
で
あ
る
同
法
の
こ
れ
ら
の
規
定
を
受

け
て
、「
環
境
と
の
調
和
」
を
目
指
す
た
め
に
土
地
改
良
法
平
成
一
三
年
改
正
が
行
わ
れ
た
。

２

土
地
改
良
法
一
三
年
改
正
に
お
け
る
「
環
境
と
の
調
和
」

土
地
改
良
法
で
は
事
業
実
施
の
認
可
申
請
に
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
調
査
し
、
そ
の
適
否
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
際
、「
環
境
と
の
調
和
」
を
し
な
い
事
業
に
つ
い
て
は
適
当
と
は
し
な
い
こ
と
が
で

22
）

き
る
。
な
お
、「
環
境
と
土
地
改
良
事
業
の
調

和
の
具
体
的
な
あ
り
方
は
地
域
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
全
国
一
律
の
基
準
を
定
め
る
方
式
で
は
な
く
、
都

道
府
県
知
事
が
総
合
的
に
判
断
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て

23
）

い
る
」
と
い
う
こ
と
で
、「
環
境
と
の
調
和
」
の
状
況
を
判
断
す
る

の
は
都
道
府
県
知
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
農
村
に
お
け
る
非
農
家
の
存
在
か
ら
、
国
又
は
都
道
府
県
が
行
う
土
地
改
良
事
業
に
関
し
て
、
地
域

住
民
か
ら
の
意
見
聴
取
が
制

24
）

度
化
さ
れ
た
。「
意
見
を
幅
広
く
聴
く
こ
と
で
、
よ
り
良
い
事
業
計
画
の
策
定
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
意
見
聴
取
対
象
の
限
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
こ
の
制
度
は
事
業
参
加
資
格
者
の
同
意
の
よ
う
に
事
業
実
施
の
是
非
を
問

う
も
の
で
は
な
い
た
め
、
意
見
聴
取
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
事
業
の
推
進
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
地
域
の
意

向
を
十
分
踏
ま
え
た
掘
り
よ
い
計
画
が
策
定
さ
れ
、
事
業
実
施
の
円
滑
化
が
期
待
で

25
）

き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
環
境
と

の
調
和
」
や
地
域
住
民
か
ら
の
意
見
聴
取
制
度
に
つ
い
て
は
、「
事
業
推
進
の
障
害
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
心
配
の
声
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
農
家
以
外
の
地
域
住
民
を
含
め
た
地
域
全
体
の
理
解
な
し
で
は
事
業
の
推
進
が
困
難
で
あ
る
現
状
を
踏
ま
え
れ
ば
、

〞
地
域
の
視
点
〝
が
必
要
不
可
欠
で

26
）

あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、「
農
政
の
基
本
理
念
か
ら
も
、
ま
た
環
境
基
本
計
画
に
よ
っ
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て
も
、
整
備
に
当
た
っ
て
の
環
境
配
慮
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と

27
）

こ
ろ
」
だ
と
し
て
、
土
地
改
良
事
業
に
お
け
る
環
境
へ
の
適
切
な
配
慮

が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、「
環
境
と
の
調
和
」
条
項
導
入
は
農
家
（
農
業
従
事
者
）
以
外
の
地
域
住
民
の
協
力
を
得
て
事
業
を
推
進
し
て
い
く
必
要

性
が
あ
っ
た
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
は
、「
環
境
と
の
調
和
」
と
は
地
域
住
民
に
と
っ
て
の
良
好
な
「
環
境
」
の

維
持
、
増
進
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
種
の
保
存
、
食
物
連
鎖
の
維
持
や
森
林
そ
れ
自
体
の
保
護
と
い
っ
た
観
点
は
欠
如
し
て
い

る
と
言
え
る
。
地
域
住
民
に
と
っ
て
必
要
な
森
林
保
護
（
保
安
林
や
防
風
林
等
）
等
と
い
っ
た
点
は
考
慮
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
も
の

の
、
国
土
の
良
好
な
環
境
保
全
と
い
っ
た
視
点
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
地
域
の
環
境
保
全
に
す
ぎ
な
い
。
土
地
改
良
法
は
自
然
保
護
の

た
め
の
法
律
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
農
業
の
生
産
性
向
上
こ
そ
が
主
た
る
目
的
で
あ
り
、
こ
の
主
た
る
目
的
の
範
囲
内
で
、
地
域
住

民
に
と
っ
て
の
良
好
な
「
環
境
と
の
調
和
」
を
図
る
こ
と
が
同
条
項
の
目
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
土
地
改
良
法
第
八
条
に
規
定
さ
れ
て

い
る
費
用
対
効
果
分
析
の
「
費
用
」
に
は
、「
地
域
住
民
に
と
っ
て
の
良
好
な
環
境
の
保
全
」
と
い
う
視
点
か
ら
環
境
へ
の
悪
影
響
を

含
め
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
よ
り
大
き
な
視
点
で
の
環
境
へ
の
悪
影
響
を
そ
こ
に
含
ま
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
ど

こ
ま
で
の
環
境
が
「
地
域
住
民
に
と
っ
て
の
良
好
な
環
境
の
保
全
」
と
さ
れ
る
か
は
、
当
該
地
域
ご
と
に
判
断
さ
れ
、
都
道
府
県
知
事

の
裁
量
権
の
範
囲
内
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

３

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
か
ら
「
環
境
と
の
調
和
」
の
意
味
を
考
え
る

し
か
し
、
前
述
の
よ
う
な
理
解
で
良
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
は
地
域
の
自
然
環

境
の
保
全
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
地
域
住
民
に
と
っ
て
の
良
好
な
環
境
の
保
全
の
み
で
は
な
い
。

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
第

28
）

三
条
で
は
、「
多
面
的
機
能
」
と
し
て
「
自
然
環
境
の
保
全
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
多
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面
的
機
能
」
と
は
、「
農
業
は
、
こ
の
農
産
物
の
供
給
機
能
以
外
に
も
、
土
地
、
水
等
を
生
産
要
素
と
し
て
、
農
村
で
継
続
的
に
農
業

生
産
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
様
々
な
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
様
々
な
効
果
の
う
ち
、
農
作
物
の
よ
う
に
市
場
で

評
価
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
第
三
者
に
対
し
何
ら
か
の
利
益
を
与
え
る
も
の
（
外
部
経
済
効
果
）
を
生
ず
る

29
）

機
能
」
を
呼
ぶ
と
さ

れ
て
い
る
。
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
第
三
条
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
「
多
面
的
機
能
」
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
背
景
に
は
、「
ゆ

と
り
、
や
す
ら
ぎ
と
い
っ
た
精
神
的
な
価
値
を
重
視
す
る
機
運
の
高
ま
り
の
中
で
、
市
場
で
評
価
さ
れ
な
い
外
部
経
済
効
果
で
あ
る
こ

れ
ら
の
農
業
・
農
村
の
有
す
る
『
多
面
的
機
能
の
発
揮
』
に
対
す
る
国
民
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
食
料
の
安
定
供
給

の
確
保
』
と
並
ぶ
基
本
理
念
と
し
て
こ
れ
を
明
確
に
位
置
づ
け
、
食
料
、
農
業
及
び
農
村
に
関
す
る
施
策
を
推
進
し
、
将
来
に
わ
た
り

適
切
か
つ
十
分
な
発
揮
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
安
心
で
安
全
な
生
活
の
実
現
に
寄
与
し
て
い
こ
う
と

30
）

す
る
」
意
図
が
あ
る
。

「
多
面
的
機
能
の
主
な
も
の
」
と
し
て
、
具
体
的
に
は
以
下
の
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。「
国
土
の
保
全
機
能
」、「
水
源
か
ん
養
機

能
」、「
自
然
環
境
の
保
全
」、「
良
好
な
景
観
の
形
成
機
能
」、「
保
健
休
養
の
場
の
提
供
機
能
」、「
文
化
の
伝
承
機
能
」、「
情
操
か
ん
養

機
能
」
で

31
）

あ
る
。
こ
の
内
、「
自
然
環
境
の
保
全
機
能
」
に
つ
い
て
は
、「
農
業
に
伴
う
微
生
物
活
動
に
よ
っ
て
土
壌
中
の
有
機
物
や
水

中
・
大
気
中
の
汚
染
物
資
が
分
解
さ
れ
る
と
と
も
に
、
光
合
成
に
よ
る
酸
素
の
放
出
よ
り
大
気
組
成
を
安
定
さ
せ
、
田
畑
・
た
め
池
等

が
多
様
な
生
物
の
生
息
地
と
な
る
な
ど
、
自
然
環
境
を
保
全
す
る

32
）

機
能
」
と
さ
れ
て
い
る
。
生
物
の
多
様
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、

「
農
村
地
域
は
、
国
土
の
約
四
割
を
占
め
、
絶
滅
危
惧
種
が
生
息
・
生
育
す
る
地
域
の
五
割
以
上
が
分
布
し
、
生
物
多
様
性
を
保
全
す

る
上
で
重
要
な

33
）

地
域
」
だ
と
の
指
摘
が
あ
る
。
生
物
の
多
様
性
と
い
う
観
点
を
無
視
し
て
の
土
地
改
良
事
業
に
は
問
題
が
あ
る
。

ま
た
、「
情
操
か
ん
養
機
能
」
と
は
、「
農
業
に
よ
り
継
続
し
て
動
植
物
が
養
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
見
聞
き
に
よ
り
、
生
命
の
尊
さ
、

自
然
に
対
す
る
畏
敬
や
感
謝
の
念
な
ど
複
雑
で
高
次
な
感
情
が
接
す
る
も
の
に
養
わ
れ
る

34
）

機
能
」
と
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
で
は
、
第
四
条
に
お
い
て
、「
農
業
の
持
続
的
な
発
展
」
と
し
て
、「
農
業
の
自
然
循
環
機
能
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（
農
業
生
産
活
動
が
自
然
界
に
お
け
る
生
物
を
介
在
す
る
物
質
の
循
環
に
依
存
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
促
進
す
る
機
能
を
い
う
。）
が
維
持
増
進
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
持
続
的
な
発
展
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
「
自
然
環
境
機
能
の
維

持
増
進
に
よ
る
環
境
と
調
和
し
た
農
業
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

35
）

あ
る
」
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
農
業
の

「
持
続
的
な
発
展
の
た
め
に
は
、
農
業
の
有
す
る
自
然
循
環
機
能
の
維
持
増
進
を
図
り
、
環
境
と
調
和
が
と
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
農
業
は
、
自
然
界
に
お
け
る
生
物
を
介
在
す
る
物
質
の
循
環
を
促
進
す
る
機
能
を
有
し
、
こ
れ
を
利
用
し
て
再
生
産
を
継
続
す

る
営
み
で
あ
り
、
仮
に
こ
う
し
た
連
鎖
に
支
障
を
生
じ
る
よ
う
な
方
法
で
農
業
を
行
っ
て
い
く
と
す
れ
ば
、
短
期
的
に
は
利
益
を
上
げ

得
て
も
、
長
い
目
で
見
た
場
合
に
は
、
地
力
の
減
退
、
水
質
室
汚
濁
等
に
よ
り
農
業
の
基
盤
と
な
る
資
源
の
力
が
減
退
し
、
農
業
の
持

続
的
な
発
展
に
つ
な
が
ら

36
）

な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
農
業
の
持
続
的
な
発
展
の
前
提
と
し
て
「
農
業
の
自
然
循
環
機
能
が
維
持
増
進
さ
れ

る

37
）

こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
指
摘
に
基
づ
け
ば
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
第
三
、
四
条
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
農
村
の
景
観
保
全
と
い

っ
た
地
域
住
民
に
と
っ
て
の
環
境
保
全
だ
け
で
な
く
、「
自
然
循
環
機
能
を
維
持
増
進
」
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
農
村
に
お
け
る
種
の
保

存
な
ど
も
含
め
た
よ
り
積
極
的
な
環
境
の
維
持
・
増
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
前
提
に
考
え
る
と
、
土
地
改
良
法
第
八
条
で
求

め
ら
れ
る
事
業
分
析
に
お
い
て
は
、
単
な
る
地
域
住
民
に
と
っ
て
の
環
境
保
全
だ
け
で
は
な
く
、「
農
業
の
持
続
的
な
発
展
」
の
た
め

に
必
要
な
「
自
然
循
環
機
能
を
維
持
増
進
」
す
る
た
め
の
分
析
評
価
も
含
み
、
そ
こ
に
は
当
該
地
域
の
種
の
保
存
な
ど
も
考
慮
の
対
象

と
な
り
、
当
該
土
地
改
良
事
業
に
関
す
る
地
域
環
境
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
影
響
評
価
が
必
要
と
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
節

事
業
分
析
に
環
境
評
価
を
組
み
込
む
こ
と＝

費
用
便
益
分
析
の
実
施
に
対
す
る
批
判
と
反
批
判

筆
者
は
、
環
境
評
価
を
土
地
改
良
事
業
の
分
析
に
加
え
て
費
用
便
益
分
析
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
土
地
改
良
法
の
二
つ
の
法
目
的
を
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同
時
に
達
成
で
き
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
環
境
評
価
を
金
銭
で
表
わ
す
の
が
難
し
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
費
用
便
益
分
析
の
実

施
に
批
判
的
な
立
場
の
見
解
も
あ
る
。

例
え
ば
、
石
川
良
文
教
授
は
、「
従
来
の
費
用
便
益
分
析
が
持
つ
最
大
の
欠
点
は
、
こ
の
公
平
性
の
議
論
に
対
処
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
こ
と
だ

38
）

っ
た
。」
と
し
、「
そ
の
便
益
と
費
用
が
ど
の
よ
う
に
各
主
体
に
配
分
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
分
析

の
範
囲
外
と
さ
れ
て

39
）

き
た
」
と
指
摘
し
、
配
分
効
果
が
示
さ
れ
て
い
な
い
費
用
便
益
分
析
の
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
に
配
分
効
果
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
な
い
費
用
便
益
分
析
は
、「
環
境
悪
化
の
社
会
的
費
用
は
分
析
対
象
の
範
囲
外
と
な
っ

て

40
）

い
る
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

更
に
、
石
川
は
「
精
度
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
環
境
影
響
を
含
め
る
こ
と
は
、
費
用
便
益
分
析
自
体
の
信
頼
性
を
損
な
う
も

の
に
な
り
、
政
府
が
費
用
対
効
果
を
考
え
て
、
効
率
的
に
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
誘
因
さ
え
も
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
。
そ
の
た
め
、
公
共
事
業
の
費
用
便
益
分
析
の
実
態
と
し
て
、
環
境
破
壊
の
損
失
を
計
上
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
容
認
せ
ざ
る
を

得

41
）

な
い
。」
と
述
べ
、
費
用
便
益
分
析
の
実
施
に
否
定
的
な
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
石
川
は
環
境
の
価
値
を
分
析
結
果

に
全
く
含
め
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
環
境
破
壊
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
環
境
の
影
響
を
貨
幣
価
値
で
計
測
す
る
こ
と
は
、

公
共
事
業
に
よ
る
環
境
保
全
効
果
を
計
測
す
る
こ
と
以
上
に
方
法
論
上
の
課
題
が
残
さ
れ
て

42
）

い
る
」
こ
と
か
ら
、
費
用
便
益
分
析
の
中

に
環
境
の
価
値
に
対
す
る
評
価
を
加
え
る
の
で
は
な
く
、「
大
規
模
な
環
境
破
壊
を
も
た
ら
す
可
能
性
の
あ
る
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、

費
用
便
益
分
析
の
枠
外
で
、
主
に
環
境
経
済
学
で
開
発
さ
れ
た
評
価
手
法
を
用
い
て
計
測
し
、
事
業
の
評
価
プ
ロ
セ
ス
に
役
立
て
る
こ

と
は
考
え
ら

43
）

れ
る
」
と
し
て
、
事
業
評
価
は
費
用
便
益
分
（
こ
こ
で
石
川
は
「
費
用
便
益
分
析
」
と
表
記
を
し
て
い
る
が
、
実
質
的
に
こ
れ

は
費
用
対
効
果
分
析
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
環
境
の
価
値
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
分
析
を
費
用
対
効
果
分
析
と
呼
ぶ
）
と

環
境
影
響
評
価
を
別
々
に
記
述
す
る
方
法
を
提
案
し
て
い
る
。
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こ
の
石
川
の
提
案
は
、
分
配
効
果
が
考
慮
さ
れ
ず
に
費
用
便
益
分
析
が
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
あ
る
い
は
、
環
境
の
価
値
の

金
銭
評
価
が
未
だ
に
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
定
の
説
得
力
の
あ
る
見
解
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
費
用
対
効
果
分
析
と
環
境
評
価

を
分
け
て
表
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
環
境
へ
の
影
響
を
無
視
し
た
事
業
実
施
判
断
が
行
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
長
谷
川
弘
教
授
は
「
従
来
の
経
済
評
価
と
は
外
部
経
済
を
内
部
化
し
て
い
な
い
『
不
完

全
な
』
経
済
評
価
で
あ
り
、
環
境
面
を
全
く
無
視
し
た
経
済
効
率
性
の
評
価
判
断
に
陥
り
や
す
い
。
そ
れ
を
補
完
す
る
意
味
も
あ
り
別

途
、
環
境
影
響
評
価
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
の
評
価
結
果
は
あ
く
ま
で
も
定
性
的
あ
る
い
は
理
工
学
的
な
物
理
量
で
示
さ
れ
る
の
み

で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
評
価
の
最
終
段
階
ま
で
経
済
評
価
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
。
既
発
事
業
で
目
指
さ
れ
る
経
済
面
と
環
境
面

の
調
和
ど
こ
ろ
か
、
両
評
価
基
準
・
結
果
が
別
々
の
も
の
さ
し
（
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
む
し
ろ
開
発

事
業
実
施
の
判
断
を
客
観
性
や
透
明
性
の
な
い
も
の
に
し
て

44
）

き
た
」
と
し
て
お
り
、
事
業
分
析
と
し
て
の
費
用
対
効
果
分
析
と
環
境
影

響
評
価
を
分
け
る
こ
と
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

石
川
の
指
摘
の
よ
う
に
従
来
の
費
用
便
益
分
析
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
費
用
便
益
分
析
に
分
配
効
果
に
つ
い
て
の
分
析
を
取

り
込
み
、
環
境
の
価
値
を
金
銭
評
価
す
る
手
法
の
精
度
を
上
げ
る
よ
う
に
改
善
す
れ
ば
良
い
。
あ
る
べ
き
費
用
便
益
分
析
は
結
果
だ
け

を
表
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
的
便
益
と
社
会
的
費
用
に
分
類
さ
れ
る
す
べ
て
の
要
因
と
そ
の
貨
幣
価
値
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ

う
に
求
め
た
の
か
？

あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
費
用
と
便
益
が
ど
こ
に
生
じ
る
の
か
？

と
い
っ
た
点
も
含
め
て
表
示
し
た
上
で
、
社

会
的
総
純
便
益
を
求
め
る
の
が
あ
る
べ
き
費
用
便
益
分
析
で
あ
る
。
環
境
の
価
値
の
よ
う
に
金
銭
評
価
し
に
く
い
価
値
で
あ
っ
て
も
で

き
る
限
り
金
銭
評
価
し
、
そ
れ
を
分
析
報
告
書
に
記
載
し
た
上
で
、
情
報
を
開
示
し
、
後
々
の
批
判
に
備
え
れ
ば
良
い
。

筆
者
は
費
用
便
益
分
析
が
一
旦
行
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
無
謬
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
筆
者
は
費
用
便
益
分

析
が
環
境
な
ど
の
金
銭
評
価
し
に
く
い
価
値
を
完
全
に
評
価
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
費
用
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便
益
分
析
は
常
に
完
璧
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
後
日
、
再
評
価
さ
れ
、
批
判
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
べ
き
で
、
分
析
に
誤
り
が
あ
る
の

で
あ
れ
ば
、
事
後
に
訂
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
環
境
の
価
値
に
一
定
の
金
銭
評
価
を
す
る
際
、
ど
の
よ
う
な
手
法
で
、
ど

の
よ
う
な
価
値
判
断
の
下
に
行
う
か
は
選
択
の
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
行
わ
れ
た
選
択
は
常
に
事
後
に
批
判
の
対
象
と
な
る
べ
き
で

あ
る
。
事
後
に
批
評
の
対
象
と
す
る
た
め
に
は
、
当
該
費
用
便
益
分
析
の
内
容
が
細
か
く
開
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
保
障
す

る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

米
国
で
は
大
統
領
命
令
一
二
八
六

45
）

六
号
や
同
命
令
を
継
続
す
る
た
め
に
出
さ
れ
た
大
統
領
命
令
一
三
二
五

46
）

八
号
を
補
足
し
て
い
る

47
）

O
M
B

48
）

C
ircu

la
r

49
）

A
4

に
お
い
て
、
分
配
効
果
に
つ
い
て
は
、
費
用
を
負
担
す
る
人
と
そ
の
便
益
を
享
受
す
る
人
が
同
じ
で
は
な
い
こ

と
が
よ
く
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
世
代
間
の
公
平
さ
や
特
定
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
の
効
果
発
生
率
等
を
含
め
て
、
可
能
な
か
ぎ
り
量

的
に
記
述
す
る
こ
と
が
求
め
ら

50
）

れ
る
。
ま
た
、
事
後
の
検
証
の
た
め
に
、
費
用
便
益
分
析
は
そ
の
基
本
と
な
る
想
定
、
方
法
、
記
録
が

明
確
に
公
表
さ
れ
、
評
価
に
伴
う
不
確
実
な
事
実
を
き
ち
ん
と
提
示
し
て
い
て
、
第
三
者
が
分
析
の
基
本
的
な
要
素
を
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て

51
）

い
る
。

米
国
連
邦
行
政
法
に
お
け
る
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
分
配
効
果
へ
の
配
慮
や
、
事
後
の
情
報
開
示
と
そ
れ
に
基
づ
く
分
析
内

容
の
検
証
が
保
障
さ
れ
て
い
れ
ば
、
事
業
分
析
と
し
て
費
用
対
効
果
分
析
と
環
境
影
響
評
価
を
別
々
に
記
載
す
る
必
要
は
な
く
、
費
用

対
効
果
分
析
に
環
境
影
響
評
価
の
要
素
を
組
み
込
ん
だ
費
用
便
益
分
析
と
し
て
実
施
す
れ
ば
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
二
章

土
地
改
良
法
第
八
条
に
お
け
る
「
費
用
対
効
果
分
析
」
の
問
題
点
と
あ
る
べ
き

費
用
便
益
分
析
」
の
内
容

第
一
節

現
行
の
費
用
対
効
果
分
析
の
問
題
点
と
改
善
点

土
地
改
良
法
第
八
条
に
基
づ
く
費
用
対
効
果
分
析
は
、
同
法
や
同
法
の
施
行
令
に
は
詳
細
な
規
定
が
な
い
た
め
、
農
林
水
産
省
が
出

し
て
い
る

52
）

通
達
に
基
づ
い
て
、
現
在
、
以
下
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
費
用
対
効
果
分
析
に
つ
い
て
、「
事
業
実
施
の
基
本
的
要
件
に
『
す
べ
て
の
効
用
が
す
べ
て
の
費
用
を
償
う
こ
と
。』
が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
接
効
果
の
み
な
ら
ず
、
事
業
の
公
益
的
な
効
果
を
含
め
た
定
量
化
の
可
能
な
す
べ
て
の
効
果
と
土
地
改
良

施
設
の
新
設
及
び
更
新
に
必
要
な
国
・
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
等
を
含
め
た
す
べ
て
の
費
用
を
対
比
し
、
費
用
対
効
果
分
析
を
実
施

53
）

す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
す
べ
て
の
」
効
果
と
費
用
を
比
較
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

効
果
に
つ
い
て
は
、
次
の
項
目
を
計
量
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
①
食
料
の
安
定
供
給
、
②
農
業
生
産
性
向
上
効
果
（
ⅰ
農
産

物
の
質
や
量
の
向
上
効
果
、
ⅱ
営
農
経
費
節
減
効
果
、
ⅲ
維
持
管
理
費
節
減
効
果
、
ⅳ
営
農
に
係
る
走
行
経
費
節
減
効
果
）、
③
農
地
の
確
保
及

び
有
効
活
用
（
ⅰ
農
業
構
造
の
変
化
に
伴
う
効
果
、
ⅱ
耕
作
放
棄
防
止
効
果
）、
④
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
（
ⅰ
更
新
効
果
、
ⅱ
災
害
防
止
効

果
、
ⅲ
地
域
洪
水
被
害
軽
減
効
果
（
農
業
）、
ⅳ
農
業
労
働
環
境
改
善
効
果
）、
⑤
農
村
の
総
合
的
な
振
興
（
ⅰ
安
全
性
向
上
効
果
、
ⅱ
災
害
防

止
効
果
（
一
般
資
産
）、
ⅲ
地
域
洪
水
被
害
軽
減
効
果
（
一
般
資
産
）、
ⅳ
土
地
利
用
秩
序
化
に
よ
る
利
便
性
向
上
効
果
、
ⅴ
地
域
用
水
効
果
、
ⅵ

一
般
交
通
等
経
費
節
減
効
果
、
ⅶ
公
共
施
設
保
全
効
果
、
ⅷ
地
籍
確
定
効
果
、
ⅸ
非
農
用
地
等
創
設
効
果
、
ⅹ
地
域
経
済
へ
の
波
及

54
）

効
果
）、
⑥

国
土
の
保
全
（
ⅰ
災
害
防
止
効
果
（
公
共
資
産
）、
ⅱ
地
域
洪
水
被
害
軽
減
効
果
（
公
共
資
産
）、
ⅲ
地
盤
沈
下
軽
減
効
果
）、
⑦
水
源
の
か
ん
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養
（
ⅰ
地
下
水
か
ん
養
効
果
、
ⅱ
河
川
流
況
安
定
効
果
）、
⑧
自
然
環
境
の
保
全
・
良
好
な
景
観
の
形
成
（
ⅰ
水
辺
環
境
整
備
効
果
、
ⅱ
水
質

浄
化
効
果
、
ⅲ
農
道
環
境
整
備
効
果
）、
⑨
保
健
休
養
の
場
の
提
供
（
保
健
休
養
機
能
向
上
効
果
）、
⑩
文
化
の
伝
承
（
文
化
財
発
見
効
果
）、

情
操
か
ん
養
（
環
境
・
農
業
学
習

55
）

効
果
）。

以
上
の
効
果
を
金
銭
価
値
に
置
き
換
え
て
評
価
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
⑧
、
⑨
、

の
効
果
は
、
こ
れ
ま
で
技
術
的
に

金
銭
価
値
に
置
き
換
え
に
く
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
評
価
の
対
象
か
ら
漏
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
農
林
水
産
省
で
は
こ

れ
ら
の
効
果
に
つ
い
て
今
後
評
価
漏
れ
を
な
く
す
方
向
で
改
善
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
効
果
の
部
分
の
み
を
見
る
と
、
費
用

対
効
果
分
析
と
い
う
よ
り
は
費
用
便
益
分
析
に
非
常
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
分
配
効
果
に
つ
い
て
は
分
析
対
象
に
は
な

っ
て
い
な
い
た
め
、
今
後
、
改
善
す
べ
き
で
あ
る
。

一
方
、
費
用
の
方
は
以
下
の
点
を
計
量
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
①
当
該
事
業
、
及
び
当
該
事
業
に
関
連
す
る
費
用
。
②
当
該
事

業
及
び
関
連
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
施
設
並
び
に
当
該
事
業
の
受
益
地
域
内
で
一
体
的
に
効
用
が
発
揮
さ
れ
る
施
設
の
評
価
期
間

（
当
該
事
業
の
工
事
期
間
＋
一
定
期
間
（
四
〇
年
））
に
お
い
て
発
生
す
る
再
整
備
に
要
す
る
事

56
）

業
費
。
以
上
の
費
用
を
計
量
す
る
。

な
お
、
効
果
と
費
用
は
「
当
該
事
業
の
工
事
期
間
＋
四
〇
年
」
を
評
価
対
象
期
間
と
し
て
設
定
し
、
割
引
率
（d

isco
u
n
t

57
）

ra
te

）
は

四
％
と

58
）

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
効
果
に
つ
い
て
は
直
接
的
な
効
果
（
農
業
の
生
産
性
の
質
、
量
の
向
上
と
作
業
時
間
の
短
縮
等
）
だ
け
で
な
く
、
水
辺
環
境

整
備
効
果
、
保
健
休
養
機
能
向
上
効
果
や
文
化
財
発
見
効
果
等
ま
で
含
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
費
用
は
基
本
的
に
当
該
事
業
に
係
る

事
業
費
を
挙
げ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
土
地
改
良
事
業
と
し
て
農
業
用
水
用
の
ダ
ム
を
造
っ
た
場
合
、
そ
の
ダ
ム
に
よ
っ
て

景
観
が
向
上
す
る
と
い
う
想
定
の
下
、
環
境
面
で
は
必
ず
効
果
の
み
計
量
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
当
該
ダ
ム
に
よ
っ
て
自
然
環
境

が
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
想
定
は
最
初
か
ら
存
在
し
て
い

59
）

な
い
。
ダ
ム
で
な
く
て
も
、
例
え
ば
農
道
を
整
備
し
、
田
ん
ぼ
の
周
辺
を
ア
ス
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フ
ァ
ル
ト
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
て
し
ま
う
と
、
農
作
業
の
時
間
短
縮
に
つ
な
が
る
と
し
て
効
果
が
生
じ
る
と
し
、
費
用
は
事
業
費

の
み
と
な
る
が
、
自
然
環
境
と
い
う
観
点
か
ら
は
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
等
の
棲
息
地
が
奪
わ
れ
る
等
、
土

地
そ
の
も
の
の
豊
か
さ
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
っ
て
も
、
そ
れ
は
費
用
に
は
決
し
て
計
量
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
環
境
へ
の
悪
影
響
は

種
の
保
存
と
い
う
観
点
か
ら
も
非
常
に
重
要
な
要
素
と
言
え
る
が
そ
れ
ら
が
費
用
と
し
て
全
く
算
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
現

行
の
費
用
対
効
果
分
析
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。

ま
た
、
ダ
ム
の
場
合
は
四
〇
年
後
に
そ
の
ダ
ム
を
壊
す
か
作
り
直
す
た
め
の
費
用
も
社
会
的
費
用
に
含
め
た
費
用
便
益
分
析
を
実
施

す
べ
き
で
あ
る
。
巨
大
な
ダ
ム
は
作
る
時
だ
け
で
は
な
く
、
壊
す
時
に
も
か
な
り
の
巨
費
が
必
要
に
な
り
、
こ
れ
ら
を
考
慮
せ
ず
に
費

用
対
効
果
分
析
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
将
来
世
代
に
負
担
を
強
い
る
こ
と
で
あ
り
、
分
配
効
果
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
土
地
改
良
事
業
に
お
け
る
費
用
対
効
果
分
析
は
、
費
用
の
計
算
に
問
題
が
あ
り
、
効
果
だ
け
が
最
大
限
見
積
も
ら

れ
て
い
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
費
用
対
効
果
分
析
で
は
、
農
林
水
産
省
が
土
地
改
良
事
業
を
行
う
た
め
の
理
由
づ
け
に

し
か
な
ら
な
い
と
言
え
る
。
土
地
改
良
法
が
「
環
境
と
の
調
和
」
を
明
記
し
て
い
る
以
上
、
前
述
の
よ
う
に
環
境
へ
の
負
荷
を
費
用
に

計
量
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
事
業
及
び
事
業
関
連
費
用
を
低
く
見
積
も
っ
て
い
る
点
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
分
配
の
問
題
と
並
ん

で
、
分
析
の
対
象
と
な
る
要
素
の
面
で
も
改
善
す
べ
き
点
が
あ
る
。

加
え
て
、
土
地
改
良
事
業
を
一
律
に
四
〇
年
間
と
い
う
長
期
間
で
事
業
を
評
価
す
べ
き
で
な
い
。
通
達
で
は
、「
土
地
改
良
事
業
は
、

農
業
用
ダ
ム
、
頭
首
工
、
農
業
用
用
排
水
路
、
農
業
用
用
排
水
機
場
な
ど
耐
用
年
数
の
異
な
る
も
の
を
一
体
的
に
整
備
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
施
設
の
平
均
的
な
耐
用
年
数
を
踏
ま
え
、

当
該
事
業
の
工
事
期
間
＋
四
〇
年
を
評
価
対
象
期
間
と
し
て
設
定

60
）

す
る
」

と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
あ
ま
り
も
耐
用
年
数
に
差
が
あ
り
す
ぎ
る
た
め
、
そ
の
い
ず
れ
も
評
価
対
象
期
間
を
四
〇
年
間
と
す
る
の

は
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
も
し
農
業
用
水
用
の
ダ
ム
で
あ
れ
ば
四
〇
年
間
で
事
業
を
評
価
す
べ
き
で
あ
る
が
、
一
方
、
農
地
の
整
備
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等
で
あ
れ
ば
短
期
間
で
の
評
価
期
間
で
費
用
便
益
分
析
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
土
地
改
良
事
業
も
多
く
の
種
類
が
あ
る
の
で
、
一
律
の

評
価
期
間
で
は
な
く
、
種
類
に
応
じ
た
評
価
期
間
と
割
引
率
の
設
定
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
適
切
な
事
後
評
価
を
行
い
、
次
の
改
良
事
業
に
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。
事
後
評
価
は
日
本
で
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
国
土
交
通
省
の
鉄
道
に
関
す
る
費
用
便
益
分
析
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
事
後
評
価
の
枠
組
み
が

61
）

あ
る
。
し
か
し
、
事
後
評
価
で
指

摘
さ
れ
た
反
省
点
を
将
来
の
類
似
の
事
業
に
活
用
す
る
た
め
の
制
度
的
な
位
置
づ
け
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
事
前
の
分
析

が
誤
っ
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
反
省
を
促
す
制
度
（
担
当
部
署
の
次
の
予
算
を
削
減
す
る
等
）
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
以
上
の
よ
う
な
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
を
作
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。

第
二
節

川
辺
川
ダ
ム
事
件
第
一
審
と
永
源
寺
第
二
ダ
ム
事
件
控
訴
審
判
決
に
お
け
る
費
用
対
効
果
分
析

土
地
改
良
法
第
八
条
に
よ
る
費
用
対
効
果
分
析
が
実
施
さ
れ
、
こ
の
内
容
の
是
非
が
争
わ
れ
た
事
例
と
し
て
、
川
辺
川
ダ
ム
事
件
第

62
）

一
審
と
永
源
寺
第
二
ダ
ム
事
件
控

63
）

訴
審
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
両
事
件
の
費
用
対
効
果
分
析
に
関
連
し
た
部
分
の
み
取
り
上
げ
て
若
干
の

考
察
を
行
う
。

川
辺
川
ダ
ム
は
土
地
改
良
法
に
基
づ
く
国
営
の
土
地
改
良
事
業
で
あ
る
。
川
辺
川
ダ
ム
事
件
第
一
審
に
お
い
て
、
前
述
の
土
地
改
良

法
第
八
条
に
基
づ
く
費
用
対
効
果
分
析
の
内
容
が
争
点
に
な
っ
た
。
熊
本
地
裁
は
本
件
土
地
改
良
事
業
計
画
に
関
す
る
費
用
対
効
果
分

析
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
費
用
対
効
果
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
当
該
事
業
に
よ
る
効
用

を
多
角
的
に
評
価
し
た
結
果
を
数
量
的
に
表
現
し
、
こ
れ
を
費
用
と
比
較
し
て
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
専
門
技
術
的
な
も
の
と

な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
、
公
用
及
び
費
用
の
算
出
方
法
等
に
つ
い
て
は
法
は
何
ら
の
定
め
も
お
い
て
い
な
い
こ
と
に
も
か
ん
が
み
れ

ば
、
行
政
庁
の
広
範
な
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
行
政
庁
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の
判
断
が
効
用
及
び
費
用
の
算
出
過
程
に
看
過
し
難
い
誤
り
が
あ
る
と
か
判
断
方
法
が
社
会
通
念
上
著
し
く
妥
当
を
欠
く
な
ど
そ
の
裁

量
権
の
範
囲
を
超
え
又
は
そ
の
濫
用
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
違
法
と
判
断
す
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、
当
該
費
用
対
効

果
分
析
が
記
載
さ
れ
て
い
る
調
査
報
告
書
は
「
施
行
規
則
一
五
条
各
号
所
定
の
記
載
事
項
を
一
応
網
羅
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
た
本
件
変
更
計
画
を
違
法
と
す
る
よ
う
な
記
載
事
項
の
不
備
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な

い
」
の
で
あ
り
、「
被
告
の
費
用
対
効
果
の
判
断
が
公
用
及
び
費
用
の
算
出
課
程
に
看
過
し
難
い
誤
り
が
あ
る
と
か
判
断
方
法
が
社
会

通
念
上
著
し
く
妥
当
を
欠
く
と
ま
で
は
い
え
ず
、
裁
量
権
の
逸
脱
又
は
濫
用
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
た
。
裁

量
審
査
に
お
け
る
抑
制
的
な
司
法
審
査
方
法
で
あ
る
社
会
観
念
審
査
が
採
用
さ
れ
た
例
の
一
つ
と
言
え
る
。

こ
の
判
決
で
は
費
用
対
効
果
分
析
の
内
容
に
踏
み
込
ん
で
の
司
法
審
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
判
決
か
ら
は
、
費
用
対
効
果
分

析
や
費
用
便
益
分
析
を
行
政
が
用
い
る
と
司
法
審
査
が
し
や
す
い
く
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
米
国
の
裁
判
所
は
、

一
九
七
〇
年
代
以
来
、
代
替
案
の
比
較
検
討
と
、
そ
の
代
替
案
に
お
け
る
記
録
の
裏
付
け
を
強
く
求
め
るH

a
rd
 
L
o
o
k
 
R
ev
iew

を

用
い
て
行
政
裁
量
を
審
査
し
て

64
）

い
る
。
行
政
機
関
が
費
用
便
益
分
析
を
用
い
る
と
、
裁
判
所
は
こ
のH

a
rd
 
L
o
o
k
 
R
ev
iew

を
や
り

や
す
く
な
る
と
い
う
評
価
が
、
米
国
の
学
説
で
は
有
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
米
国
に
お
い
て
も
、C

en
ter for A

u
to S

afety v.

65
）

P
eck

で
は
、
費
用
便
益
分
析
に
つ
い
て
、
全
国
ハ
イ
ウ
ェ
イ
交
通
安
全
局
（N

H
T
S
A

）
が
作
成
し
た
九
つ
の
選
択
肢
に
関
す
る
二
六
三
ペ

ー
ジ
に
わ
た
る
分
析
結
果
を
重
視
し
、
そ
こ
で
網
羅
的
に
論
点
が
列
挙
さ
れ
、
分
析
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
基
に
、
た
と
え
行
政
機
関
の

分
析
に
不
正
確
な
点
や
誤
り
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
行
政
機
関
の
意
思
決
定
を
恣
意
的
専
断
的
な
も
の
だ
と
言
う
ほ
ど

の
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
こ
の
事
例
の
よ
う
に
、
米
国
で
も
、
行
政
機
関
が
費
用
便
益
分
析
に
基
づ
く
詳
細
な
記
録
に
基
づ
い

て
代
替
案
の
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
費
用
便
益
分
析
の
内
容
に
踏
み
込
ま
ず
に
、
こ
の
行
政
判
断
を
肯
定
し

て
お
り
、
本
当
に
裁
量
審
査
の
深
化
に
役
立
っ
て
い
る
の
か
疑
問
が
あ
る
。
川
辺
川
ダ
ム
事
件
第
一
審
は
こ
の
米
国
の
事
例
と
同
様
に
、
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費
用
対
効
果
分
析
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
司
法
審
査
が
深
化
し
な
い
例
と
な
っ
て
い
る
。

永
源
寺
第
二
ダ
ム
事
件
も
費
用
便
益
分
析
で
は
な
く
、
土
地
改
良
法
第
八
条
に
基
づ
く
費
用
対
効
果
分
析
の
内
容
が
争
点
に
な
っ
た
。

費
用
対
効
果
分
析
に
つ
い
て
、
原
告
側
か
ら
次
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。
第
一
に
、
効
果
が
過
大
に
見
積
も
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
第

二
に
、
防
災
対
策
、
環
境
影
響
対
策
、
濁
水
対
策
防
止
費
用
が
費
用
と
し
て
算
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
た

が
、
第
一
審
の
大
津
地
方
裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
原
告
側
の
指
摘
に
対
し
て
は
答
え
ず
、
原
告
側
を
敗
訴
と

66
）

し
た
。
し
か
し
、
控
訴
審
判

決
は
、「
本
件
決
定
は
、
そ
れ
ま
で
の
手
続
に
本
件
設
計
基
準
に
よ
っ
て
極
め
て
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
調
査
等
を
し
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
ダ
ム
の
規
模
を
誤
っ
て
設
計
し
た
瑕
疵
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
、
そ
れ
は
、
本
件
決
定
の
基
本
的
な
要
件
で
あ
る
経
済

性
の
要
件
に
つ
い
て
、
測
定
方
法
等
の
各
通
達
に
よ
る
審
査
に
極
め
て
重
大
な
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
瑕
疵
は
極
め
て
重
要
で
あ
っ
て
、
本
件
決
定
は
取
消
し
を
免
れ
な
い
」
と
指
摘
し
、
費
用
対
効
果
分
析
の

内
容
に
重
大
な
瑕
疵
が
あ
る
と
し
た
。

こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
阿
部
は
「
調
査
手
続
き
の
瑕
疵
に
着
目
し
、
本
件
要
件
の
う
ち
経
済
性
要
件
に
関
す
る
審
理
に
影
響
を
与
え

る
ほ
ど
の
重
大
な
瑕
疵
で
あ
る
と
し
た
こ
と
、
内
部
基
準
違
反
の
瑕
疵
を
認
め
た
こ
と
で
注
目
さ

67
）

れ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
同
判
決

は
内
部
基
準
で
あ
る
通
達
に
違
反
し
た
こ
と
で
、
費
用
対
効
果
分
析
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

費
用
対
効
果
分
析
に
せ
よ
費
用
便
益
分
析
に
せ
よ
、
法
律
上
に
分
析
内
で
考
慮
す
べ
き
点
な
ど
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
米
国
連

邦
行
政
法
を
見
て
も
皆
無
で
あ
り
、O

M
B
 
C
ircu

la
r A

4

の
よ
う
な
、
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
通
達
で
費
用
便
益
分
析
の
詳
細
な
内

容
を
決
め
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
も
土
地
改
良
法
第
八
条
や
同
法
施
行
令
第
二
条
に
は
分
析
の
詳
細
な
内
容
は
決
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

農
林
水
産
省
の
通
達
で
あ
る
「
土
地
改
良
事
業
の
費
用
対
効
果
分
析
に
関
す
る
基
本
指
針
」
や
「
費
用
対
効
果
分
析
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に

依
拠
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
土
地
改
良
事
業
以
外
の
日
本
で
実
施
さ
れ
て
い
る
費
用
便
益
分
析
は
全
て
所
管
の
各
官
庁
が
出
し
て
い
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る
通
達
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
通
達
に
反
す
る
よ
う
な
分
析
が
行
わ
れ
る
と
、「
こ
の
瑕
疵
は
極
め
て
重
要
」
と

評
価
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
費
用
便
益
分
析
に
関
す
る
通
達
の
内
容
は
よ
り
一
層
精
査
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

お
わ
り
に

費
用
便
益
分
析
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
政
策
意
思
決
定
者
は
異
な
る
政
策
目
標
を
金
銭
と
い
う
同
一
の
価
値
基
準
を
ベ
ー
ス
に
す

る
こ
と
で
統
合
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
土
地
改
良
法
は
農
業
生
産
性
の
向
上
と
い
う
第
一
の
政
策
目
標
と
、「
環
境
と

の
調
和
」
と
い
う
第
二
の
政
策
目
標
を
同
時
に
達
成
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
土
地
改
良
事
業
の
評
価
は
ま
さ
に
費
用
便
益
分
析
が

求
め
ら
れ
る
場
面
だ
と
言
え
る
。

土
地
改
良
事
業
に
お
い
て
費
用
便
益
分
析
を
実
施
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
は
二
点
あ
る
。
第
一
に
、「
環
境
と
の
調
和
」
は
あ
く

ま
で
も
二
次
的
な
目
標
で
あ
り
、
土
地
改
良
法
第
八
条
の
要
求
す
る
事
業
分
析
は
あ
く
ま
で
も
費
用
対
効
果
分
析
に
と
ど
ま
る
べ
き
だ

と
い
う
批
判
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
農
業
関
連
諸
法
律
の
基
本
法
で
あ
る
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
第
三
、
四
条

か
ら
、
持
続
可
能
な
農
業
の
た
め
に
種
の
保
存
も
含
め
た
総
合
的
な
「
環
境
と
の
調
和
」
が
農
業
に
は
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め

に
は
環
境
の
価
値
を
正
し
く
反
映
さ
せ
た
事
業
分
析
を
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
土
地
改
良
法

は
「
環
境
と
の
調
和
」
に
配
慮
す
る
こ
と
を
営
農
者
や
農
村
に
居
住
す
る
非
営
農
者
と
い
っ
た
受
益
者
に
の
み
求
め
て
い
る
の
で
は
な

い
。
土
地
改
良
法
第
八
条
の
趣
旨
は
、
費
用
便
益
分
析
を
通
じ
て
環
境
へ
の
負
荷
を
適
切
に
評
価
し
、
全
体
像
を
提
示
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
上
で
、
環
境
へ
の
負
荷
も
含
め
た
社
会
的
総
費
用
が
社
会
的
総
便
益
よ
り
も
大
き
い
の
で
あ
れ
ば
、
都
道
府
県
知
事
に
当
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該
土
地
改
良
事
業
を
止
め
る
権
限
を
与
え
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
全
て
の
社
会
的
費
用
を
実
際
に
営
農
者
に
負
わ
せ
る
と
い

う
の
で
は
な
い
。
事
業
の
中
止
か
否
か
の
都
道
府
県
知
事
の
政
策
判
断
材
料
を
提
供
す
る
手
段
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
土
地
改
良
法
第
八
条
の
事
業
分
析
は
、
費
用
対
効
果
分
析
と
環
境
影
響
評
価
を
分
け
て
記
載
す
べ
き
だ
と
い
う
費
用
便
益

分
析
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
。
こ
の
批
判
の
根
拠
と
し
て
は
、
現
在
の
費
用
便
益
分
析
は
将
来
世
代
の
負
担
を
必
ず
し
も
反
映
で
き
て

い
な
い
と
い
う
配
分
効
果
の
問
題
と
、
必
ず
し
も
環
境
の
価
値
は
正
し
く
金
銭
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
金
銭
評
価
に
係
る

問
題
が
あ
る
。
こ
の
批
判
は
、
費
用
便
益
分
析
が
既
に
完
璧
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
妥
当
性
を
持
つ
。
し
か
し
、

筆
者
は
費
用
便
益
分
析
が
完
璧
な
政
策
判
断
手
段
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
政
策
判
断
手
段
と
し
て
今
の
と
こ
ろ
最

も
優
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
米
国
で
も
「
費
用
便
益
分
析
は
不
完
全
だ
が
、
政
策
決
定
者
に
と
っ
て
は
実
用
的
な
手
段
で

68
）

あ
る
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
導
入
し
た
上
で
、
漸
進
的
に
改
善
に
取
り
組
め
ば
良
い
。
そ
の
改
善
の
た
め
に
、
米
国
連
邦
行
政
法
で

採
ら
れ
て
い
る
配
分
効
果
へ
の
配
慮
や
情
報
開
示
制
度
が
参
考
に
な
る
。

こ
の
費
用
便
益
分
析
に
対
し
て
、
阿
部
も
「
そ
の
手
法
は
ま
だ
ま
だ
実
際
に
活
用
で
き
る
ほ
ど
で
は
な
い
よ
う
に
見

69
）

え
る
」
と
指
摘

し
て
い
た
。
確
か
に
阿
部
が
こ
の
指
摘
を
し
た
頃
は
、
費
用
便
益
分
析
の
先
進
国
で
あ
る
米
国
で
も
ま
だ
「
導
入
す
べ
き
費
用
便
益
分

析
」
で
は
な
く
、
費
用
対
効
果
分
析
の
よ
う
な
定
性
分
析
に
近
い
も
の
だ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
米
国
で
は
、
一
九
九
三

年
に
出
さ
れ
た
大
統
領
命
令
一
二
八
六

70
）

六
号
か
ら
非
常
に
詳
細
な
費
用
便
益
分
析
の
指
針
を
策
定
し
、
非
常
に
精
密
な
費
用
便
益
分
析

を
行
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
こ
の
大
統
領
命
令
一
二
八
六
六
号
に
基
づ
く
分
析
が
実
施
さ
れ

て

71
）

い
る
。
こ
れ
ら
の
大
統
領
命
令
やO

M
B
 
C
ircu

la
r A

4

で
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
分
配
効
果
の
考
慮
や
情
報

72
）

開
示
を
参
考
に

す
れ
ば
、
我
が
国
に
お
い
て
も
「
導
入
す
べ
き
費
用
便
益
分
析
」
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

更
に
、
米
国
で
は
、
規
制
分
析
や
公
共
事
業
に
つ
い
て
の
費
用
便
益
分
析
に
つ
い
て
、O

M
B

と
そ
の
下
部
組
織
で
あ
る
情
報
規
制

22立正法学論集第52巻第１号 (2018)



局
（O

ffice o
f In

fo
rm
a
tio
n a
n
d R

eg
u
la
to
ry A

ffa
irs;O

IR
A

）
に
よ
る
審
査
制
度
も
同
時
に
設
定
し
て

73
）

い
る
。
こ
れ
ら
の
仕
組
み
を

用
い
れ
ば
、
実
施
さ
れ
た
費
用
便
益
分
析
を
検
証
し
、
よ
り
良
い
分
析
に
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。O

M
B

に

よ
る
審
査
制
度
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
割
愛
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
手
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
優
れ
た
費
用
便
益
分
析
を
実

施
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
か
つ
、
事
後
の
検
証
も
可
能
に
な
る
。

以
上

注１
）

土
地
改
良
法
第
一
条
一
項
「
こ
の
法
律
は
、
農
用
地
の
改
良
、
開
発
、
保
全
及
び
集
団
化
に
関
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
必

要
な
事
項
を
定
め
て
、
農
業
生
産
の
基
盤
の
整
備
及
び
開
発
を
図
り
、
も
つ
て
農
業
の
生
産
性
の
向
上
、
農
業
総
生
産
の
増
大
、
農
業
生
産
の
選
択
的
拡

大
及
び
農
業
構
造
の
改
善
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」
参
照
。

２
）

橋
本
剛
「
改
正
土
地
改
良
法
の
概
要
に
つ
い
て
」
農
業
構
造
改
革
第
三
九
巻
二
号
四
頁
二
〇
〇
一
年
九
月
、
四
頁
参
照
。

３
）

費
用
便
益
分
析
は
す
べ
て
の
価
値
を
金
銭
価
値
と
い
う
一
つ
の
価
値
基
準
に
統
一
し
て
置
き
換
え
て
評
価
す
る
た
め
、
政
策
目
標
が
異
な
る
施
策
間

の
比
較
が
可
能
と
な
り
、
例
え
ば
、
ダ
ム
開
発
と
い
う
選
択
肢
の
中
で
環
境
保
護
と
い
う
政
策
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

公
共
事
業
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
に
つ
い
て
は
、
位
田
央
「
大
規
模
公
共
事
業
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析

米
国
大
統
領
命
令
一
二
八
九
三
号
等
を

参
考
に

」
立
正
法
学
論
集
第
四
五
巻
一
号
九
九
頁
二
〇
一
一
年
参
照
。

４
）

大
橋
洋
一
『
行
政
法
Ⅰ
第
三
版
』
有
斐
閣
二
〇
一
六
年
、
五
七
頁
参
照
。

５
）

阿
部
泰
隆
『
行
政
法
再
入
門

下
』
信
山
社
二
〇
一
五
年
、
三
二
五
頁
参
照
。

６
）

費
用
便
益
分
析
を
各
行
政
機
関
に
義
務
付
け
る
大
統
領
命
令
は
、
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
以
来
継
続
し
て
い
る
。S

ee,
P
IE
R
C
E
,
Jr.,

S
H
A
P
IR
O
,

V
E
R
K
U
IL
,
A
D
M
IN
IS
T
R
A
T
IV
E
 
L
A
W
 
A
N
D
 
P
R
O
C
E
S
S S

ix
th E

d
itio

n
,
2014,

a
t 434.

７
）

特
に
オ
バ
マ
大
統
領
が
出
し
た
大
統
領
命
令
一
三
五
六
三
号
（E

x
ecu

tiv
e O

rd
er 13563,

76 F
ed
.
R
eg
.
14,

2011

）
は
、
配
分
効
果
や
情
報
開

示
に
つ
い
て
詳
細
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。

８
）

A
D
L
E
R
,
W
E
L
L
B
E
IN
G
 
A
N
D
 
F
A
IR
 
D
IS
T
R
IB
U
T
IO
N
 
B
E
Y
O
N
D
 
C
O
S
T
－
B
E
N
E
F
IT
 
A
N
A
L
Y
S
IS
,
2012,

a
t 88.

23 土地改良事業における費用便益分析の活用について (位田 央)



な
お
、
総
務
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
費
用
便
益
分
析
を
組
み
込
ん
だ
規
制
審
査
制
度
に
つ
い
て
、
米
国
連
邦
行
政
法
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
制
度

も
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
はN

A
O

（
会
計
検
査
院：

N
a
tio
n
a
l A

u
d
it O

ffice

）
が
二
〇
〇
三
年
よ
り
費
用
便
益

分
析
を
組
み
込
ん
だ
規
制
審
査
分
析
制
度
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
に
よ
る
と
、
英
国
のN

A
O

で
は
、
特
に
「
費
用
」
の
計
量
に
重
点
が
置
か
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。h

ttp
: //w

w
w
/so

u
m
u
/g
o
/jp
/m
a
in
 
so
sik
i /h
y
o
u
k
a
/p
d
f /k

isei040722 4.p
d
f #sea

rch
＝
’%
E
7%

B
7%

8F
%
E
5%

8B
%
99%

E
7%

9C
%
81 ＋

%
E
8%

A
6%

8F
%
E
5%

88%
B
6%

E
5%

88%
86%

E
6%

9E
%
90 ＋

%
E
7%

A
C
%
A
C
%
E
4%

B
8%

89%
E
8%

80%
85
%

E
8%

A
9%

95%
E
4%

B
E
%
A
1’

９
）

例
え
ば
、
倉
澤
生
雄
「
大
統
領
に
よ
る
規
制
審
査
制
度
と
そ
の
法
的
問
題

レ
ー
ガ
ン
政
権
か
ら
オ
バ
マ
政
権
の
規
制
審
査
制
度
の
考
察

」

法
学
新
報
第
一
一
九
巻
第
七
・
八
号
二
〇
一
三
年
二
一
七
頁
以
下
で
は
、
行
政
機
関
に
よ
る
費
用
便
益
分
析
の
活
用
と
そ
の
審
査
制
度
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
費
用
便
益
分
析
が
必
要
か
に
つ
い
て
の
考
察
は
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
検
討
も
含
め
、
Ｏ
Ｉ
Ｒ
Ａ
の
費
用
便
益
分
析
の
考
慮
に
つ

い
て
、
具
体
的
内
容
に
踏
み
込
ん
で
検
討
し
て
い
く
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
。」（
二
四
一
頁
）
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

10
）

土
地
改
良
法
第
八
条
第
三
項
に
は
「
前
項
の
調
査
は
、
当
該
土
地
改
良
事
業
の
す
べ
て
の
効
用
と
費
用
と
に
つ
い
て
の
調
査
を
含
む
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
効
用
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
便
益
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
但
し
、「
便
益
」
と

な
っ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、「
効
果
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

11
）

株
式
会
社
三
菱
総
合
研
究
所
環
境
部

高
木
健
・
佐
瀬
浩
一
郎
「
畜
産
振
興
総
合
対
策
事
業
へ
の
事
業
評
価
制
度
の
導
入

」A
F
F
P
R
I rep

o
rt

第
二
五
号
二
頁
平
成
一
四
年
一
一
月
一
五
日
参
照
。

12
）

土
地
改
良
法
施
行
令
第
二
条
第
三
号
「
す
べ
て
の
効
用
が
す
べ
て
の
費
用
を
償
う
土
地
改
良
事
業
で
あ
る
こ
と
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
「
効
用
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
便
益
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

13
）

農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
「
土
地
改
良
事
業
の
費
用
対
効
果
分
析
に
関
す
る
基
本
指
針
」（
平
成
二
〇
年
三
月
）
は
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
土
地
改
良
事

業
で
実
施
す
る
の
は
費
用
対
効
果
分
析
だ
と
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の
内
容
か
ら
も
定
性
的
な
分
析
を
行
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
名
実
と
も
に
土
地

改
良
法
第
八
条
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
費
用
対
効
果
分
析
だ
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

14
）

農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
「
費
用
対
効
果
分
析
手
法
の
改
善
に
つ
い
て
」（
平
成
一
七
年
一
二
月
六
日
）
一
頁
参
照
。

15
）

33 U
S
C
S
S
.
701.

16
）

位
田
「
費
用
便
益
分
析
と
そ
の
司
法
審
査

米
国
連
邦
行
政
法
を
参
考
に
し
て

」
立
正
法
学
論
集
第
三
八
巻
第
二
号
九
九
頁
二
〇
〇
五
年
、
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一
〇
五
頁
参
照
。

17
）

も
っ
と
も
、
土
地
改
良
法
第
八
条
に
基
づ
く
現
行
の
分
析
で
は
、
費
用
対
効
果
分
析
と
並
ん
で
受
益
者
負
担
の
可
能
性
分
析
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
費
用
対
効
果
分
析
と
は
別
に
営
農
者
の
負
担
を
算
出
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
批
判
は
当
た
ら
な
い
。
農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
「
土
地
改

良
事
業
の
費
用
対
効
果
分
析
に
関
す
る
基
本
指
針
」（
平
成
二
〇
年
三
月
）
二
頁
以
下
参
照
。

18
）

橋
本
剛
「
改
正
土
地
改
良
法
の
概
要
に
つ
い
て
」
農
業
構
造
改
革
第
三
九
巻
二
号
四
頁
二
〇
〇
一
年
九
月
、
四
頁
参
照
。

19
）

橋
本
前
注

18
）、
四
頁
参
照
。

20
）

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
第
一
条
。

21
）

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
第
三
条
。

22
）

土
地
改
良
法
第
八
条
四
項
一
号
「
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
及
び
次
項

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
当
と
す
る
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

申
請
に
係
る
土
地
改
良
事
業
が
、

第
一
条
に
規
定
す
る
目
的
及
び
原
則
を
基
礎
と
し
て
政
令
で
定
め
る
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
関
す
る
基
本
的
な
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
い
と
き
」。

ま
た
、
同
条
項
に
関
し
て
、
土
地
改
良
法
施
行
令
第
二
条
で
は
「
法
第
八
条
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
関
す
る
基
本
的

な
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。」
と
し
た
上
で
、
同
六
号
に
お
い
て
「
当
該
土
地
改
良
事
業
が
環
境
と
の
調
和
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

23
）

橋
本
剛
「
土
地
改
良
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
一
三
年
六
月
二
九
日
法
律
第
八
二
号
」
法
令
開
設
資
料
総
覧
二
四
一
号
二
〇
〇
二
年
二
月
、

五
二
頁
以
下
参
照
。

24
）

土
地
改
良
法
第
八
五
条
七
項
「
前
項
の
規
定
（
国
又
は
都
道
府
県
が
行
う
土
地
改
良
事
業
の
実
施
申
請
を
行
う
際
の
当
該
土
地
改
良
事
業
の
事
業
計

画
）
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
公
告
を

し
た
第
一
項
の
者
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

25
）

橋
本
前
注

18
）、
七
頁
参
照
。

26
）

橋
本
前
注

18
）、
八
頁
参
照
。

27
）

国
政
情
報
セ
ン
タ
ー
編
『
土
地
改
良
法
改
正
【
Ｑ
＆
Ａ
編
】』
二
〇
〇
一
年
、
一
九
頁
参
照
。

28
）

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
第
三
条
「
国
土
の
保
全
、
水
源
の
か
ん
養
、
自
然
環
境
の
保
全
、
良
好
な
景
観
の
形
成
、
文
化
の
伝
承
等
農
村
で
農
業
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生
産
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
食
料
そ
の
他
の
農
産
物
の
供
給
の
機
能
以
外
の
多
面
に
わ
た
る
機
能
（
以
下
「
多
面
的
機
能
」
と
い
う
。）

に
つ
い
て
は
、
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
の
安
定
に
果
た
す
役
割
に
か
ん
が
み
、
将
来
に
わ
た
っ
て
、
適
切
か
つ
十
分
に
発
揮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」

29
）

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
政
策
研
究
会
編
著
『
逐
条
解
説

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
解
説
』
大
成
出
版
社
二
〇
〇
一
年
、
三
二
頁
参
照
。

30
）

前
注

29
）、
三
二
頁
参
照
。

31
）

前
注

29
）、
三
二
、
三
三
頁
参
照
。

32
）

前
注

29
）、
三
三
頁
参
照
。

33
）

農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
整
備
部
監
修
『
環
境
と
の
調
和
に
配
慮
し
た
事
業
実
施
の
た
め
の
調
査
計
画
・
設
計
の
技
術
指
針
』
公
益
社
団
法
人
農
業

農
村
工
学
会
二
〇
一
六
年
、
四
頁
参
照
。

34
）

前
注

29
）、
三
三
頁
参
照
。

35
）

前
注

29
）、
三
六
頁
参
照
。

36
）

前
注

29
）、
三
七
頁
参
照
。

37
）

前
注

29
）、
三
八
頁
参
照
。

38
）

石
川
良
文
「
環
境
問
題
を
め
ぐ
る
効
率
性
と
公
平
性
の
議
論
と
費
用
便
益
分
析
の
実
際
」
社
会
と
倫
理
第
二
五
号
二
〇
一
一
年
三
五
頁
上
段
、
三
五

頁
下
段
参
照
。

39
）

石
川
前
注

38
）、
三
五
頁
下
段
参
照
。

40
）

石
川
前
注

38
）、
四
二
頁
上
段
参
照
。

41
）

石
川
前
注

38
）、
四
三
頁
下
段
参
照
。

42
）

石
川
前
注

38
）、
四
三
頁
上
段
参
照
。

43
）

石
川
前
注

38
）、
四
三
頁
下
段
参
照
。

44
）

長
谷
川
弘
「
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
環
境
影
響
評
価
と
経
済
評
価
の
統
合

特
に
農
林
開
発
事
業
事
例
に
み
る
実
務
的
課
題
と
提

言

」
日
本
評
価
研
究
第
六
巻
第
二
号
三
一
頁
二
〇
〇
六
年
、
三
三
頁
参
照
。

45
）

E
x
ecu

tiv
e O

rd
er 12866,

3 C
.
F
.
R
.
638,

1993.
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46
）

E
x
ecu

tiv
e O

rd
er 13258,

67 F
ed
.
R
eg
.
40,

2002.

47
）

連
邦
行
政
機
関
の
一
つ
で
あ
る
行
政
管
理
予
算
局
（O

ffice o
f M

a
n
a
g
em
en
t a
n
d B

u
d
g
et;

O
M
B

）
は
一
九
二
一
年
予
算
会
計
法
（B

u
d
g
et

 
a
n
d A

cco
u
n
tin
g A

ct o
f 1921,

P
u
b
.
L
.
N
o
.
67

13,
42 S

ta
t.
20

）
に
よ
り
創
設
さ
れ
たB

u
rea

u o
f th

e B
u
d
g
et

（
予
算
局
、
以
下B

o
B

）
を

前
身
と
す
る
大
統
領
が
直
轄
す
る
行
政
機
関
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
に
入
り
、
連
邦
政
府
の
規
制
活
動
が
増
大
す
る
と
、
邦
政
府
に
よ
る
規
則
の
総
数

の
抑
制
、
及
び
規
則
相
互
の
調
整
の
必
要
性
が
高
ま
り
、
一
九
七
〇
年
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
はB

o
B

をO
M
B

に
改
編
し
、
そ
の
権
限
を
拡
大
し
、
新

し
い
目
的
を
付
け
加
え
た
（R

eo
rg
a
n
iza
tio
n P

la
n N

o
.
2 o
f 1970,

3 C
.F
.R
.P
t.
197,

1970

）。
現
在
のO

M
B

の
役
割
は
、
予
算
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
、

行
政
管
理
、
規
制
政
策
に
関
し
て
大
統
領
を
助
け
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
第
一
に
大
統
領
が
議
会
に
提
出
す
る
予
算
案
を
作
成
し
、
そ
れ

が
法
律
と
な
っ
た
後
に
は
そ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
、
第
二
に
大
統
領
が
連
邦
行
政
機
関
を
管
理
し
、
議
会
の
立
法
に
関
し
て
政
権
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
、

法
律
を
執
行
す
る
の
を
助
け
る
こ
と
、
第
三
に
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
規
制
分
析
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。S

ee
,
h
ttp
: //w

w
w
.w
h
iteh

o
u
se.g

o
v
/o
m
b
/

o
rg
a
n
a
iza
tio
n
/o
m
b
 
o
v
erv

iew
 
slid

es.p
d
f.

48
）

O
M
B

は
大
統
領
が
連
邦
行
政
機
関
に
政
策
や
管
理
の
た
め
の
指
揮
す
る
の
を
助
け
る
た
め
の
主
要
な
手
段
と
し
てC

ircu
la
r

（
回
状
）
を
出
す
こ

と
が
あ
る
。C

ircu
la
r

と
は
、O

M
B

が
大
統
領
の
政
策
上
の
指
示
や
指
針
を
連
邦
行
政
機
関
に
伝
え
る
際
に
用
い
ら
れ
る
手
段
の
一
つ
で
あ
る
。
日
本

で
は
通
達
に
該
当
す
る
性
質
を
有
し
て
い
る
。
他
にB

u
lletin

s

（
公
報
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
連
邦
行
政
機
関
は
こ
のC

ircu
la
r

やB
u
lle-

tin
s

に
よ
っ
て
大
統
領
の
政
策
に
関
す
る
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
的
に
、C

ircu
la
r

は
そ
の
効
果
が
二
年
以
上
継
続
す
る
も
の
に
つ
い
て
の

情
報
を
伝
え
、B

u
lletin

s

は
一
時
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

49
）

O
M
B
 
C
ircu

la
r A

4
2003

）.

費
用
便
益
分
析
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
統
領
命
令
一
二
八
六
六
号
の
内
容
を
具
体
化
す
る
た
め
に
一
九
九
六
年

に
出
さ
れ
たC

o
st
B
en
efit G

u
id
elin

es fro
m
 
O
M
B

に
基
づ
い
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
大
統
領
命
令
一
二
八
六
六
号
と
そ
れ
を
継
続
す
る
と
し
た

同
一
三
二
五
八
号
の
解
釈
指
針
と
し
て
二
〇
〇
三
年
に
改
め
てC

ircu
la
r
 
A
4

が
Ｏ
Ｍ
Ｂ
か
ら
出
さ
れ
た
。h

ttp
: //w

w
w
.w
h
iteh

o
u
se.g

o
v
/o
m
b
/

circu
la
rs a

004 a
-4 /.

50
）

O
M
B
 
C
ircu

la
r A

4
2003

）,D
,
A
n
a
ly
tica

l A
p
p
ro
a
ch
es,

D
istrib

u
tio
n
a
l E
ffects.

51
）

O
M
B
 
C
ircu

la
r A

4
2003

）,E
.
Id
en
tify

in
g a

n
d M

ea
su
rin
g B

en
efi

 
a
n
d C

o
sts,

D
ev
elo
p
in
g B

en
efit a

n
d C

o
st E

stim
a
tes,

4.

T
ra
n
sp
a
ren

cy a
n
d R

ep
ro
d
u
cib
ility o

f R
esu

lts.

52
）

農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
「
土
地
改
良
事
業
の
費
用
対
効
果
分
析
に
関
す
る
基
本
指
針
」（
平
成
二
〇
年
三
月
）、
及
び
同
「
費
用
対
効
果
分
析
手
法

27 土地改良事業における費用便益分析の活用について (位田 央)



の
改
善
に
つ
い
て
」（
平
成
一
七
年
一
二
月
六
日
）、
同
「
農
業
集
落
排
水
事
業

費
用
対
効
果
分
析
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
平
成
二
〇
年
三
月
）
参
照
。

53
）

農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
「
土
地
改
良
事
業
の
費
用
対
効
果
分
析
に
関
す
る
基
本
指
針
」（
平
成
二
〇
年
三
月
）
二
頁
参
照
。

54
）

地
域
経
済
へ
の
波
及
効
果
」
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
費
用
便
益
分
析
で
は
「
二
次
的
な
便
益
」
と
さ
れ
参
入
し
な
い
。
資
金
を
投
入
す
れ
ば
、
ど

の
よ
う
な
事
業
を
行
う
に
せ
よ
、
当
該
地
域
に
一
定
の
経
済
効
果
は
生
じ
る
の
で
、
政
策
判
断
資
料
と
し
て
は
意
味
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
農

林
水
産
省
農
村
振
興
局
「
費
用
対
効
果
分
析
手
法
の
改
善
に
つ
い
て
」
四
頁
で
も
、「
地
域
経
済
へ
の
波
及
効
果
」
に
つ
い
て
は
「
参
考
値
と
し
て
算
定
」

と
な
っ
て
い
る
。

55
）

農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
「
費
用
対
効
果
分
析
手
法
の
改
善
に
つ
い
て
」（
平
成
一
七
年
一
二
月
六
日
）
四
頁
参
照
。

56
）

農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
「
土
地
改
良
事
業
の
費
用
対
効
果
分
析
に
関
す
る
基
本
指
針
」（
平
成
二
〇
年
三
月
）
七
頁
参
照
。

57
）

費
用
便
益
分
析
を
実
施
す
る
際
に
は
様
々
な
要
因
の
金
額
を
算
出
す
る
が
、
算
出
さ
れ
た
金
額
を
単
純
に
合
算
す
る
の
は
不
適
切
な
場
合
が
よ
く
あ

る
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
第
一
に
、
社
会
に
お
い
て
は
便
益
や
被
害
は
即
時
に
現
れ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
ず
、
時
間
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
こ

と
、
第
二
に
、
特
に
便
益
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
算
出
す
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
人
々
の
好
み
が
調
査
に
反
映
さ
れ
る
が
、
一
般
に
、

人
は
将
来
の
便
益
よ
り
も
現
在
の
便
益
を
大
き
く
見
積
も
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
修
正
の
際
に
用
い
ら
れ
る
の
が

割
引
率
で
あ
る
。
例
え
ば
、
割
引
率
が
〇
％
の
場
合
に
一
年
ご
と
に
五
億
円
の
価
値
が
あ
る
選
択
肢
が
あ
る
と
す
る
。
割
引
率
を
一
〇
％
に
設
定
す
る
と
、

一
〇
年
後
の
価
値
は
一
億
九
三
〇
〇
万
円
、
五
〇
年
後
の
価
値
は
四
二
五
万
九
三
〇
〇
円
と
な
る
。
同
様
の
選
択
肢
で
割
引
率
を
三
％
に
設
定
す
る
と
、

一
〇
年
後
は
三
億
七
二
〇
〇
万
円
、
五
〇
年
後
に
は
一
億
一
四
〇
〇
万
円
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
割
引
率
を
ど
れ
だ
け
に
設
定
す
る
か
に
よ
っ
て
、
将

来
の
価
値
が
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。

58
）

土
地
改
良
事
業
が
公
共
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
期
国
債
の
過
去
の
平
均
利
回
り
を
参
考
に
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
農
林
水
産

省
農
村
振
興
局
「
土
地
改
良
事
業
の
費
用
対
効
果
分
析
に
関
す
る
基
本
指
針
」（
平
成
二
〇
年
三
月
）
六
頁
参
照
。

59
）

同
様
の
指
摘
と
し
て
、
吉
村
良
一
、
水
野
武
夫
、
藤
原
猛
爾
編
『
環
境
法
入
門

公
害
か
ら
地
球
環
境
問
題
ま
で
〔
第
四
版
〕』
二
〇
一
三
年
、
二

三
八
頁
（
赤
津
加
奈
美
弁
護
士
執
筆
部
分
）
に
お
い
て
、「
ダ
ム
建
設
な
ど
事
業
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
自
然
の
価
値
は
ど
こ
に
も
算
定
さ
れ
な
い
」
と
あ

る
。
た
だ
し
、
赤
津
弁
護
士
は
「
土
地
改
良
法
の
最
大
の
特
色
は
、
事
業
の
費
用
対
効
果
の
規
定
で
あ
る
」（
同
二
三
七
頁
）
と
し
、
土
地
改
良
法
第
八

条
の
規
定
を
費
用
対
効
果
分
析
と
し
て
い
る
点
が
、
筆
者
の
主
張
と
異
な
る
。
費
用
対
効
果
分
析
で
あ
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
農
業
生
産
性
の
向
上
に
関
す

る
費
用
と
効
果
を
算
定
す
れ
ば
良
く
、
政
策
目
的
の
異
な
る
環
境
の
価
値
ま
で
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
土
地
改
良
法
第
八
条
の
規
定
を
費
用
便
益
分
析
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と
解
し
て
初
め
て
環
境
の
価
値
も
含
め
て
分
析
の
対
象
と
な
り
え
る
。

60
）

農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
「
土
地
改
良
事
業
の
費
用
対
効
果
分
析
に
関
す
る
基
本
指
針
」（
平
成
二
〇
年
三
月
）
六
頁
参
照
。

61
）

国
土
交
通
省
「
鉄
道
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
評
価
手
法
マ
ニ
ュ
ア
二
〇
〇
五
」
八
七
頁
以
下
参
照
。

62
）

熊
本
地
判
二
〇
〇
一
（
平
成
一
二
）
年
九
月
八
日
判
例
時
報
一
七
六
九
号
一
七
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
同
事
件
の
控
訴
審
で
あ
る
福
岡
高
判
二
〇
〇

三
年
五
月
一
六
日
判
例
時
報
一
八
三
九
号
二
三
頁
以
下
で
は
、
農
業
用
用
排
水
事
業
と
区
画
整
理
事
業
に
関
し
て
三
分
の
二
以
上
の
同
意
が
な
か
っ
た
の

で
違
法
で
あ
る
と
し
、
原
審
判
決
を
取
り
消
し
、
控
訴
人
（
原
告
）
が
勝
訴
し
た
。

63
）

大
阪
高
判
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
一
二
月
八
日
、
判
例
集
未
搭
載
、
藤
原
猛
爾
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
〇
〇
八
年
二
月
号
三
六
頁
。
最
判
二
〇
〇

七
（
平
成
一
九
）
年
一
〇
月
一
一
日
に
国
側
の
上
告
不
受
理
と
な
っ
た
。

64
）

費
用
便
益
分
析
に
関
し
て
、H

a
rd
 
L
o
o
k
 
R
ev
iew

を
用
い
て
審
査
を
し
た
事
例
と
し
て
、M

o
to
r V

eh
icle M

frs.
A
ss’s v

.
S
ta
te
 
F
a
rm

 
M
u
t.
A
u
to In

s.
C
o
.,
463 U

.S
.
29,

1983

が
あ
る
。
同
事
件
は
、
全
国
ハ
イ
ウ
エ
イ
交
通
安
全
局
が
、
エ
ア
ー
バ
ッ
グ
、
も
し
く
は
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を

装
備
す
る
よ
う
義
務
付
け
る
規
則
を
、
第
一
に
、
自
動
車
会
社
は
エ
ア
ー
バ
ッ
グ
で
は
な
く
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
装
備
す
る
こ
と
を
好
む
こ
と
、
第
二
に
、

乗
車
す
る
人
は
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
取
り
外
し
て
乗
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
理
由
に
、
便
益
が
小
さ
い
と
し
て
廃
止
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
保
険
会
社
等
が

廃
止
の
違
法
性
を
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
第
一
に
、
仮
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
便
益
が
小
さ
く
て
も
直
ち
に
規
則
を
廃
止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

ず
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
装
着
を
禁
止
し
て
、
エ
ア
ー
バ
ッ
グ
の
装
備
を
義
務
付
け
る
等
の
他
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
を
考
慮
し
な
か
っ

た
の
は
専
断
的
で
あ
る
、
第
二
に
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
多
く
の
人
が
は
ず
す
た
め
に
ベ
ル
ト
の
着
用
率
が
向
上
し
な
い
と
の
認
定
は
、
人
々
が
惰
性
で
ベ

ル
ト
を
は
ず
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
い
な
い
の
で
不
十
分
で
あ
る
と
し
、
当
該
規
則
の
廃
止
決
定
は
恣
意
的
専
断
的
裁
量
濫
用
で
あ
る
と
判
断

し
た
。

65
）

N
H
T
S
A

は
、
一
九
六
六
年
全
国
交
通
自
動
車
安
全
法
（15 U

.S
.
C
.S
ec.

1381

）
に
基
づ
き
、
自
動
車
の
バ
ン
パ
ー
強
度
基
準
を
規
則
に
よ
っ
て

設
定
す
る
こ
と
、
一
九
七
二
年
自
動
車
情
報
及
び
費
用
節
減
法
（15 U

.S
.
C
.S
ec.

1901
1991

）
に
基
づ
き
、
消
費
者
に
と
っ
て
最
大
限
実
施
可
能
な
費

用
の
削
減
が
得
ら
れ
る
バ
ン
パ
ー
の
強
度
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
二
法
を
受
け
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ａ
は
基
準
を
履
行
す
る
際
の
費
用
と
便

益
、
保
険
費
用
と
法
定
料
金
に
関
す
る
基
準
履
行
の
結
果
生
じ
る
消
費
者
の
時
間
に
関
す
る
補
助
と
不
便
さ
、
及
び
衛
生
安
全
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
出
さ
れ
た
新
規
則
に
対
し
て
、
自
動
車
安
全
セ
ン
タ
ー
等
が
、
第
一
に
長
期
に
わ
た
っ
て
続
い
た
政
策
の
変
更
決
定
で
あ
る
の
で
、

裁
判
所
は
綿
密
な
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
安
全
性
に
つ
い
て
行
政
機
関
の
判
断
は
周
知
の
安
全
性
配
慮
基
準
に
合
致
せ
ず
、
恣
意
的

29 土地改良事業における費用便益分析の活用について (位田 央)



専
断
的
で
あ
る
と
し
て
取
消
し
を
求
め
て
出
訴
し
た
。

66
）

第
一
審
大
津
地
判
二
〇
〇
三
（
平
成
一
四
）
年
一
〇
月
二
八
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
〇
九
号
一
三
一
頁
以
下
参
照
。

67
）

阿
部
泰
隆
『
行
政
法
解
釈
学
Ⅰ
』
有
斐
閣
二
〇
〇
八
年
、
三
八
五
頁
参
照
。

68
）

A
D
L
E
R
 
a
n
d P

O
S
N
E
R
,
N
E
W
 
F
O
U
N
D
A
T
IO
N
S O

F
 
C
O
S
T
B
E
N
E
F
IT
 
A
N
A
L
Y
S
IS
,
2006,

a
t 25.

69
）

阿
部
泰
隆
『
政
策
法
学
の
基
本
指
針
』
弘
文
堂
一
九
九
七
年
、
六
八
頁
参
照
。

70
）

大
統
領
命
令
一
二
八
六
六
号
で
は
、「
行
政
機
関
は
純
便
益
を
最
大
限
に
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（E

x
ecu

tiv
e
 
O
rd
er

 
12866,

S
ectio

n
 
1
a

））
と
し
た
上
で
、「
行
政
機
関
は
そ
の
規
制
を
、
規
制
目
的
を
達
成
す
る
最
も
費
用
効
果
的
な
方
法
で
設
定
す
る
。
そ
れ
を
実
行

す
る
際
、
各
行
政
機
関
は
技
術
革
新
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
一
貫
性
、
予
測
可
能
性
、
履
行
費
用
、（
政
府
、
規
制
対
象
、
大
衆
に
対
す
る
）
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
、
柔
軟
性
、
分
配
効
果
、
エ
ク
イ
テ
ィ
を
考
慮
す
る
」（E

x
ecu

tiv
e O

rd
er 12866,

S
ectio

n 1
b

）5

））
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
時
点

で
既
に
分
配
効
果
の
考
慮
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

71
）

E
x
ecu

tiv
e O

rd
er 13771,

82 F
ed
.
R
eg
.
22,

2017,
S
ectio

n 3.

72
）

大
統
領
命
令
一
二
八
六
六
号
で
は
、「
各
行
政
機
関
は
（
そ
れ
自
身
の
ル
ー
ル
、
規
制
、
手
続
き
と
矛
盾
せ
ず
に
）
一
般
の
人
々
に
そ
の
規
制
過
程

に
意
味
の
あ
る
参
加
を
提
供
す
る
。
特
に
、
規
則
制
定
案
の
告
知
を
出
す
前
に
、
各
行
政
機
関
は
適
切
な
時
点
で
、（
特
に
州
、
地
方
、
部
族
の
職
員
を

含
む
）
規
制
に
よ
っ
て
便
益
を
受
け
る
と
予
想
さ
れ
る
人
々
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
負
担
を
負
わ
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
人
々
の
関
与
を
求
め
る
べ
き
で
あ

る
。
加
え
て
、
各
行
政
機
関
は
一
般
の
人
々
に
規
制
案
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
を
提
出
す
る
意
味
の
あ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど

の
場
合
、
少
な
く
と
も
六
〇
日
の
コ
メ
ン
ト
期
間
を
用
意
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（E

x
ecu

tiv
e O

rd
er 12866,

S
ectio

n 6
a

）1

））
と
し
て
、

情
報
を
開
示
し
、
コ
メ
ン
ト
を
求
め
る
こ
と
が
各
行
政
機
関
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

73
）

E
x
ecu

tiv
e O

rd
er 12866,

S
ectio

n 6
b

）.
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